
R7年度　運営基準点検シート　（訪問介護）

                                           　　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令

第１　人員に関する
基準

法第74条第1項

1　訪問介護員等
の員数

適・否 従業員名簿、職
員勤務表、職員
履歴書、資格証
明書

平11厚令37第5
条第1項

適・否 職員勤務表、出
勤簿、タイムカー
ド、サービス付き
高齢者向け住宅
の勤務表

2　サービス提供
責任者

適・否 従業員名簿、職
員勤務表、職員
履歴書、資格証
明書

平11厚令37第5
条第2項
平11老企25第3
の1の(2)の①

適・否 職員勤務表、出
勤簿、タイムカー
ド、サービス付き
高齢者向け住宅
の勤務表

適・否

適・否

適・否 平11老企25第3
の1の(2)の②

利用者の数（前3月
の平均利用者数）

常勤換算方法を採
用しない事業所

常勤換算方法を採
用する事業所

　40人以下 1 1

　40人超　80人以下 2 1

　80人超120人以下 3 2

120人超160人以下 4 3

160人超200人以下 5 4

200人超240人以下 6 4

240人超280人以下 7 5

280人超320人以下 8 6

320人超360人以下 9 6

360人超400人以下 10 7

平11老企25第3
の1の(2)の②

                                                             点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

着　　　眼　　　点

　事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は常勤換算方法で2.5以上となっている
か。

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
　サービス付き高齢者向け住宅配置の従業員や他サービス配置と兼務している場合には、
勤務時間帯を明確に区分しているか。

(1)　事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事する
もののうち、利用者の数に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。（管
理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。）
　　なお、これは最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必
要な員数を配置するものとする。

       　　　　　　　　　　　　　　　サービス提供責任者：　　　　名
　
資　格　等　：介護福祉士・実務者研修修了者･基礎研修修了者・ﾍﾙﾊﾟｰ1級

※初任者研修課程を修了したものについては、平成30年4月1日以降サービス提供責任者
の任用要件に該当しなくなるところ、平成30年3月31日時点で指定訪問介護事業所におい
てサービス提供責任者として従事しているものに限り、1年間の経過措置を設けているが、
指定訪問介護事業所は、経過措置期間中に、これに該当するサービス提供責任者に介護
福祉士実務者研修の受講又は介護福祉士の資格を取得するための十分な機会を与え、
要件に合致するよう必要な措置を講ずること。平成31年度以降は廃止。

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
　常勤専従を要件とするサービス提供責任者は、サービス付き高齢者向け住宅の従業員を
兼務していないか。
※サービス提供責任者が、夜勤時間帯に訪問介護員等としてサービス提供するのは問題
ないが、サービス付き高齢者向け住宅の職員として従事するのは不可。

(2)　サービス提供責任者の配置は次の基準に該当する員数を置いているか。

①　利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上となっているか。
※利用者数は、前3月の利用者数の平均値（暦月ごとの実利用者の数を合算し、3で除
して得た数。通院等乗降介助のみを利用した者は0.1人として計算する。）

②　必要となる常勤のサービス提供責任者数は適正か。

　　必要となる常勤のサービス提供責任者数

利用者数が60人
の場合。「常勤換
算方法を採用す
る事業所」におい
ては、常勤専従
のサ責が１名、非
常勤のサ責が１
名以上必要。

※非常勤職員については、勤務時間が常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（32
時間を下回る場合は32時間を基本とする。）の2分の1以上に達している者でなければな
らない。



主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令着　　　眼　　　点

適・否

平11厚令37第5
条第5項
平11老企25第3
の1の(2)の③

3　管理者 適・否 平11厚令37第6
条

第２　運営に関する
基準

法第74条第2項

１　訪問介護計画
の作成

適・否 訪問介護計画書 平11厚令37第
24条第1項

適・否 平11老企25第3
の3の（14）の①

適・否 居宅サービス計
画

平11厚令37第
24条第2項

適・否 平11老企25第3
の3の(14)の②

適・否 説明書類（署名・
押印など）

平11厚令37第
24条第3項

適・否 平11老企25第3
の3の（14）の③

適・否 平11厚令37第
24条第4項

適・否 訪問介護記録 平11厚令37第
24条第5項

適・否 平11厚令37第
24条第6項

適・否 平11厚令38第
13条第12号

２　同居家族に対
するサービス提供
の禁止

適・否 訪問介護記録、
介護給付費明細
書（レセプト）

平11厚令37第
25条

３　管理者及び
サービス提供責
任者の責務

適・否 平11厚令37第
28条第1項、第2
項

(3)　サービス提供責任者の員数を、利用者50又はその端数を増すごとに１人以上とす
ることができる場合

ア　常勤のサービス提供責任者を３人以上配置していること。
イ　サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１以上配置していること。
ウ　サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われていること。
　（具体的な取組を記載）

　（業務が効率的に行われていると認められる例）
　　・業務支援ソフトやタブレット端末などの活用による省力化・効率化が図られている
　　・利用者に対して、複数のサービス提供責任者が共同して対応している
　等、サービス提供責任者の負担軽減に係る取組を行っている

ア～ウの全ての要件を満たしているか。

　事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
（ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。また、提
供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点
から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時
かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨
を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を
果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えな
い。）

(1)　サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて（アセ
スメント）、援助の方向性や目標を設定した訪問介護計画を作成しているか。

　　また、訪問介護計画には、担当する訪問介護員等の氏名、提供するサービスの具体
的な内容、所要時間、日程等を記載しているか。

(2)　訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内
容に沿って作成しているか。

　　なお、訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問
介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更している
か。

(3)　サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利
用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ているか。

　　また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。

(4)　サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利
用者に交付しているか。

(5)　サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況
の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行っているか。

(6)　サービス提供責任者は、訪問介護計画の変更を行う際も、(1)から(4)までに準じて
取り扱っているか。

(7)　介護支援専門員から、訪問介護計画の提出の求めがあったときには、これに応じて
いるか。

　訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてい
ないか。

　(１)管理者は従業者及び業務の一元的管理並びに運営に関する基準を遵守させるため
の指揮命令を行っているか。



主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令着　　　眼　　　点

適・否 平11厚令37第
28条第3項

４　受給資格等の
確認

適・否 被保険者証の写
し等確認の記録

平11厚令37第
11条

５　心身の状況等
の把握、居宅介
護支援事業者等
との連携

適・否 サービス担当者
会議の記録等

平11厚令37第
13条、第14条

６　サービスの提
供の記録

適・否 サービス利用票、
別表、訪問介護
計画

平11厚令37第
19条第1項

適・否 訪問介護記録 平11厚令37第
19条第2項

適・否 居宅サービス計
画書、訪問介護
計画、訪問介護
記録、出勤簿、タ
イムカード

適・否 訪問介護記録

適・否 領収書控 法第41条第8項

適・否 施行規則第65
条

８　緊急時の対応 適・否 緊急時対応マ
ニュアル

平11厚令37第
27条

９　勤務体制の確
保等

適・否 研修終了証明
書、研修計画、研
修記録

平11厚令37第
30条第3項

適・否 掲示、マニュア
ル、研修計画、研
修記録

平11厚令37第
30条第4項

１０　業務継続計
画の策定等
（令和6年3月31
日まで努力義務、
4月1日より義務
化）

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第
105条準用（第
30条の2第1項）

　(2)サービス提供責任者は上記の業務（第24条に規定する業務）のほか、次に掲げる業務
を行っているか。
一　サービス利用の申し込みに係る調整をすること。
二　利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
三　サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
四　訪問介護員等(サービス提供責任者を除く)に対し、具体的な援助目標及び援助内容
を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
五　訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
六　訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理をすること。
七　訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
八　その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

サービス提供に当たり把握した利用者の情報には、服薬状況や口腔機能等の利用者の心
身の状態及び生活の必要な情報なども含まれ、これらの情報提供はサービス担当者会議
等を通じて行うことも差し支えない。提供する内容については、サービス提供責任者が適切
に判断することとする。
《情報の具体例》
・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している
・口臭や口腔内出血がある
・食事量や食事回数に変化がある
・下痢や便秘が続いている
・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある。
・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認
しているか。

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況等の把握に努めているか。また、
サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか。

(1)　指定訪問介護を提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、保険給付の額
その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書
面に記載しているか。

(2)　指定訪問介護を提供した際には、提供日、具体的なサービスの内容、利用者の心
身の状況等必要な事項を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書
の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しているか。

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
　◎居宅サービス計画及び訪問介護計画に沿ったサービス提供がされているか。
※緊急時を除き、居宅サービス計画等に位置付けられていないサービスの提供が恒常的
に行われていないか。

　◎実際に提供したサービス内容等を記録しているか。

７　利用料等の受
領

(1)　指定訪問介護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける
際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令（施行規則第65条）で
定めるところにより、領収証を交付しているか。

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定訪問介護に
ついて被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号に規定する厚生労
働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定訪問介護に要し
た費用の額を超えるときは、当該現に指定訪問介護に要した費用の額とする。）に係る
もの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれ
ぞれ個別の費用ごとに区分して記載しているか。

　サービス提供を行っているときに利用者に病状等の急変等が生じた場合には、速やかに
主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

(1) 訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

(2) 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業
務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されるため
の方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続
計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。



主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令着　　　眼　　　点

適・否 研修、訓練を実
施したことが分か
るもの

平11厚令37第
105条準用（第
30条の2第2項）

適・否 平11厚令37第
105条準用（第
30条の2第3項）

１１　衛生管理等 適・否 平11厚令37第
31条第１項

適・否 平11厚令37第
31条第2項

適・否 平11厚令37第
31条第3項

１２　掲示 適・否 平11厚令37第
32条

１３　秘密保持等 適・否 平11厚令37第
33条第1項

適・否 就業規則、雇用
契約書、誓約書

平11厚令37第
33条第2項

適・否 同意書 平11厚令37第
33条第3項

１４　苦情処理 適・否 平11厚令37第
36条第1項

適・否 平11厚令37第
36条第2項

適・否 平11老企25第3
の3の（28）の②

適・否 関係記録 平11厚令37第
36条第3項

適・否 関係記録

適・否 平11厚令37第
36条第4項

適・否 関係記録 平11厚令37第
36条第5項

適・否 関係記録 平11厚令37第
36条第6項

１５　事故発生時
の対応

適・否 事故記録、マニュ
アル

平11厚令37第
37条第1項

適・否 平11厚令37第
37条第2項

適・否 平11厚令37第
37条第3項

適・否 平11老企25第3
の3の （30）の③

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施しているか。

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行って
いるか。

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。

(2) 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じて
いるか。
 ・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図
ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
・事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研
修及び訓練を定期的に実施すること。（感染症の予防及びまん延の防止のための措置
は、令和6年3月31日まで努力義務（令和6年4月1日より義務化）。）
指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体
制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示してい
るか。

(1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らしていないか。

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同
意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書によ
り得ているか。

(1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応
するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

運営規程、パンフ
レット等、掲示、
苦情受付簿、マ
ニュアル

(2)　指定訪問介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を
記録しているか。

(3)　指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報で
あるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら
行っているか。

(4)　指定訪問介護事業者は、提供したサービスに対し、法第23条の規定により市町村
が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質
問若しくは照会に応じているか。

　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から
指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

(5)　指定訪問介護事業者は、市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を
市町村に報告しているか。

(6)　提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合
会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会
から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要
な改善を行っているか。

(7)　指定訪問介護事業者は、国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、
（6）の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

(1)　利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用
者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措
置を講じているか。

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。

(3)　利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠
償を速やかに行っているか。

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じているか。



主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令着　　　眼　　　点

１６　虐待の防止
（令和6年3月31
日まで努力義務、
4月1日より義務
化）

適・否 平11厚令37第
37条の2第1項

適・否 平11厚令37第
37条の2第2項

適・否 平11厚令37第
37条の2第3項

適・否 平11厚令37第
37条の2第4項

１７　身体的拘束
等の適正化

適・否 平11厚令37第
23条第3項

適・否 平11厚令37第
23条第4項

第３　介護給付費の
算定及び取扱い

法第41条第4項
法第53条第2項

1　基本的事項 適・否 平12厚告19の
一

平12老企39

適・否 平12厚告19の
二

適・否 H30~徳島市7級
地

平12厚告19の
三

2　所要時間の取
扱

適・否 訪問介護計画、
訪問介護記録、
レセプト

平12厚告19の
別表の1の注1

適・否

適・否

適・否
訪問介護記録、
サービス提供票、
介護給付費明細
書（レセプト）

3　身体介護中心
型の算定

適・否

適・否

訪問介護計画、
訪問介護記録、
レセプト

平12厚告19の
別表の1の注2

4　生活援助中心
型の算定

適・否 訪問介護計画、
訪問介護記録、
レセプト

平12厚告19の
別表の1の注3

適・否

適・否

適・否

5　通院等のため
の乗車又は降車
介助中心の算定

適・否 平12厚告19の
別表の1の注4

適・否

適・否

(1)　指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その
結果について、訪問介護員等に周知徹底を図っているか。

(2)　指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備しているか

(3)　訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

(4)　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

レセプト、訪問介
護記録、サービス
提供票・別票、領
収書、運行記録
等

(1)　指定訪問介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告示第19号の別表「指
定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されているか。

　ただし、指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所に所定単位数より低い単位数を
設定する旨を、都道府県に事前に届出を行った場合は、この限りでない。（割引）

(1)　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」とい
う。)を行っていないか。

(2)　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

(2)　指定訪問介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告示第22号の「厚生労
働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されているか。

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金
額は切り捨てて計算しているか。

　指定訪問介護の所要時間については、利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪
問介護員等が指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画
に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で算定している
か。
　訪問介護計画に位置づけられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や健康
チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合に、訪問介護費を
算定していないか。

「頻回の訪問」ではない場合
　・前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の間隔をあける

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
　同一時間帯に、1人の訪問介護員が複数の利用者に対してサービス提供を行うことはな
いか。

　身体介護が中心である場合のサービス内容は妥当か。（排泄介助、体位交換、服薬
介助、起床介助、就寝介助等）
　
サービス提供の記録の内容と請求内容は合致しているか。

　生活援助が中心である場合については、単身の世帯に属する利用者又は家族等と同
居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により当該利用者又は
当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して算定しているか。

　生活援助が中心である場合のサービス内容は妥当か。（調理、洗濯、掃除等の家事
援助）

　　　居宅サービス計画に生活援助中心型を算定する旨の記載があるか。

　サービス提供の記録の内容と請求内容は合致しているか。

　通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、要介護者である
利用者に対して、通院等のためにサービスを提供した場合に算定しているか。

訪問介護計画、
訪問介護記録、
レセプト

　通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、指定訪問介護
事業所の訪問介護員等が、自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うととも
に、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しく
は外出先で受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、１回につき所定単位数を
算定しているか。

居宅サービス計画に位置付けられているか。



主眼事項 適・否 確認状況等 根拠法令着　　　眼　　　点

6　身体介護後に
生活援助を行っ
た場合の取扱い

適・否 訪問介護計画、
訪問介護記録、
レセプト

平12厚告19の
別表の1の注5

7　サービス種類
相互の算定関係

適・否 レセプト、居宅
サービス計画

平12厚告19の
別表の1の注11

あんまマッサージ指
圧の無資格での実
施

適・否 昭和22年法律
第217号第1条

　身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生
活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、身体介護中心型の所定単位数に
かかわらず、身体介護が中心である場合の所定単位数に当該生活援助が中心である
指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位（195単位を限
度とする）を加算した単位数を算定しているか。

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護
又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型
共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間に、訪問介護費を算定して
いないか（ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、
通院等乗降介助の提供を行った場合は、所定単位数を算定する）。

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】
医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない者が、あん摩、マッサージ、指圧
を行っていないか。
※介護保険法では無いが、違反した場合、懲役や罰金となる可能性があるため、確認する
こと。



R7年度　運営基準点検シート　（訪問入浴介護） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                      　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　                              　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認書類等 根拠法令

第１　人員に射する
基準

法第74条第1 項

1　従業者の員
数

(1)　従業者の員数は、次のとおりとなっているか。 適・否 平11厚令37第45
条第1項

①　看護職員の員数は、1以上となっているか。 適・否

②　介護職員の員数は、2以上となっているか。 適・否

(2)　訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤か。 適・否 平11厚令37 第45
条第2項

2　管理者 　事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いて
いるか。
（ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の
職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職
務に従事することは差し支えない。また、提供する介護サービスの
質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点
から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面
等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務
の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、
管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務
を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等
ではなくても差し支えない。）

適・否 勤務表、訪問入
浴介護記録

平11厚令37第46
条

第２　運営に関する
基準

法第74条第2 項

1　サービスの提
供の記録

(1)　指定訪問入浴介護を提供した際には、当該指定訪問入浴介
護の提供日及び内容、当該指定訪問入浴介護について法第41
条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護
サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計
画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しているか。

適・否 サービス提供票、
別表、居宅サービ
ス計画、業務日
誌、訪問入浴記
録

平11厚令37第54
条準用（第19条第
1項）

(2)　指定訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的な
サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ
た場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利
用者に対して提供しているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第19条第
2項）

(1)　指定訪問入浴介護その他のサービスの提供に要した費用に
つき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者
に対し、厚生労働省令（施行規則第65条）で定めるところにより、
領収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証
に、指定訪問入浴介護について居宅要介護被保険者から支払を
受けた費用の額のうち、同条第4項第1号に規定する厚生労働大
臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定
訪問入浴介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定
訪問入浴介護に要した費用の額とする。）に係るもの及びその他
の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額について
はそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しているか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

３　指定訪問入
浴介護の基本
取扱方針

(1)　指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは
悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、利用
者の状態に応じて、適切に行われているか。

適・否 平11厚令37第49
第1項

(2)　自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常
にその改善を図っているか。

適・否 平11厚令37第49
第2項 （法73条1
項）

(1)　サービスの提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希
望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に
提供しているか。

適・否 業務日誌、訪問
入浴記録

平11厚令37第50
第1号

履歴書、修了証
明書、免許証等、
職務分担表、職
員名簿、利用者
台帳、勤務表

２　利用料等の
受領

４　指定訪問入
浴介護の具体
的取扱方針



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認書類等 根拠法令

(2)　指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと
を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に
ついて、理解しやすいように説明を行っているか。

適・否 業務マニュアル 平11厚令37第50
第2号

(3)　サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適
切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。

適・否 研修修了書、研
修記録、研修計
画

平11厚令37第50
第3号

(4)　サービスの提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介
護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サー
ビスの提供の責任者としているか。

適・否 訪問入浴介護記
録、業務日誌

平11厚令37第50
第4号

　ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、看護職
員に代えて介護職員を充てる場合は、主治の医師の意見を確認
した上で行っているか。

適・否 主治医意見確認

(5)　サービスの提供に当たっては、サービスの提供に用いる設
備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留
意しているか。

適・否 定期消毒の記
録、業務マニュア
ル

平11厚令37第50
第5号

　特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品につい
ては、サービスの提供ごとに消毒したものを使用しているか。

適・否

(6)　消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従事者
に周知させているか。

適・否 消毒方法マニュ
アル、研修資料、
点検記録

平11老企25第4の
3の（2）の④のハ

　緊急時の対応 　サービス提供を行っているときに利用者に病状等の急変等が生じた場
合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事
業所が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じてい
るか。

適・否 緊急時対応マ
ニュアル

平11厚令37第51
条

５　勤務体制の
確保等

　訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会
を確保しているか。

適・否 研修修了書、研
修記録、研修計
画

平11厚令37第53
条の2第3項

全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介
護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了
者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課
程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福
祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサー
ジ師、はり師、きゅう師等を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎
的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな
い。
※認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置
は、令和6年3月31日まで努力義務（令和6年4月1日より義務化）

適・否 認知症介護に係
る基礎的な研修
を受講したことが
分かるもの

平11厚令37第53
条の2第3項
平11老企25第8の
3の(5)の③

(2) 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景
とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ
り従業者等の就業環境が害されるための方針の明確化等の必要
な措置を講じているか。

適・否 掲示、マニュア
ル、研修計画、研
修記録

平11厚令37第53
条の2第4項

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問
入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第54
条準用（第30条の
2第１項）

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要
な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実
施したことが分か
るもの

平11厚令37第54
条準用（第30条の
2第2項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第30条の
2第3項）

７　衛生管理
等

(1) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を
行っているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第31条第
１項）

(2) 指定訪問入浴介護事業所のサービス提供に用いる浴槽その
他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第31条第
2項）

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次
に掲げる措置を講じているか。

平11厚令37第54
条準用（第31条第
3項）

６　業務継続計
画の策定等
（令和６年３月３
１日まで努力義
務、４月１日より
義務化）

（感染症の予
防及びまん延
の防止のため



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認書類等 根拠法令

 ・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

適・否

・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。

適・否

・事業所において、従業者等に対し、感染症の予防及びまん延の
防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

適・否

８　掲示 指定訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、
従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に
資すると認められる重要事項を掲示しているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第32条）

９　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第33条
第1項）

(2)　当該従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知
り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要
な措置を講じているか。

適・否 就業規則等 平11厚令37第54
条準用（第33条第
2項〉

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 利用者の同意
書、説明文書

平11厚令37第54
条準用　〈第33条
第3項）

１０　苦情処理 (1)　提供した指定訪問入浴介護に係る利用者及びその家族から
の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓
口を設置する等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲示
物、苦情に関する
記録

平11厚令37第54
条準用（第36条
第1項）

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録
しているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第36条第
2項）

(3)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると
の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行っているか。

適・否 準用（平11老企25
第3の3の（28）の
②）

(4)　提供した指定訪問入浴介護に関し、法第23条の規定により
市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は
当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第54
条準用（第36条第
3項）

　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力する
とともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当
該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町
村に報告しているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第36条第
4項）

(6)　提供した指定訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に対し
て国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の調査
に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導
又は助言を受た場合においては、当該指導又は助言に従って必
要な改善を行っているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第54
条準用（第36条第
5項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の
改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第54
条準用（第36条第
6項）

１１　事故発生
時の対応

(1)　利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合
は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支
援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 事故対応マニュ
アル、事故記録

平11厚令37第54
条準用（第37条第
1項）

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録
しているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第37条第
2項）

(3)　利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発
生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第54
条準用（第37条第
3項）

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じているか。

適・否 準用（平11老企25
第3の3 の（24）の
③）

の防止のため
の措置は、令
和6年3月31日
まで努力義務
（令和6年4月1
日より義務
化）。）



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認書類等 根拠法令

１２　虐待の防止
（令和６年3月31
日まで努力義
務、4月1日より
義務化）

(1)　指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策
を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる
ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従
業者に周知徹底を図っているか。

適・否 平11厚令37第37
条の2第1項

(2)　指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針
を整備しているか

適・否 平11厚令37第37
条の2第2項

(3)　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施し
ているか。

適・否 平11厚令37第37
条の2第3項

(4)　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置い
ているか。

適・否 平11厚令37第37
条の2第4項

１３　身体的拘
束等の適正化

(1)　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を
制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っていないか。

適・否 平11厚令37第23
条第3項

(2)　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録しているか。

適・否 平11厚令37第23
条第4項

第３　介護給付費
の算定及び取扱い

法第41条第4項
法第55条第2項

1　基本的事項 (1)　指定訪問入浴介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生
省告示第19号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」
により算定されているか。

適・否 平12厚告19の－

　ただし、指定訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業所
毎に所定単位数より低い単位数を設定する旨を、都道府県に事
前に届出を行った場合は、この限りではない。（割引）

平12老企39

(2)　指定訪問入浴介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生
省告示第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表
に定める単位数を乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があ
るときは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 H30~徳島市7級
地

平12厚告19の三

2　基準額の算
定

　利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所の看護職員1人及
び介護職員2人が、指定訪問入浴介護を行った場合に算定して
いるか。

　　（予防の場合は、看護職員１人、介護職員１人）

適・否

適・否

訪問入浴介護記
録、勤務表

平12厚告19の別
表の2の注1

3　身体の状態
等に支障を生じ
るおそれがない
と認められる場
合の算定

　利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支
障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の
意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人
が、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の
95に相当する単位数を算定しているか。

適・否 主治医の意見確
認

平12厚告19の別
表の2の注2

4　清拭又は部
分浴の場合の
算定

　訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で
あって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴を実施したとき
は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定している
か。

適・否 訪問入浴介護記
録

平12厚告19の別
表の2の注3

5　サービス種類
相互の算定関
係

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、若しくは特
定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症
対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若
しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けてい
る間に、訪問入浴介護費を算定していないか。

適・否 レセプト、サービ
ス提供票、別表

平12厚告19の別
表の2の注5

レセプト、サービ
ス提供票、別表



R7年度　運営基準点検シート　（訪問看護） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                      　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　                              　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

第2　人員に関す
る基準

法第74条第1項

1　看護師等の
員数

　看護師等の員数は、次に定めるとおりとしているか。 平11厚令37第60条
第1項

(1)　訪問看護ステーション（以下「訪看ST」）の場合

イ　看護職員（保健師、看護師、准看護師）

常勤換算方法で、2.5以上(うち１名以上常勤）となっているか。 適・否

ロ　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

訪看STの実情に応じた適当数を配置しているか。 適・否

(2)　指定訪問看護を担当する医療機関の場合

　　サービス提供に当たる看護職員を適当数置いているか。
　　※そのうち１名以上は、看護師又は保健師であるか。
　　　(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成等は、看護師又は
　　保健師が行うこととなっており、これは医療機関がみなし指定で行う
　　場合にも適用されるため。厚生労働省確認済み)

適・否

2　管理者 (1)　訪看STごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いている
か。

適・否 勤務表、訪問看護
記録

平11厚令37第61条
第1項

※　ただし、訪看STの管理上支障がない場合は、当該訪看STの他
の職務に従事し、又は 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職
務に従事することは差し支えない。

(2)　訪看STの管理者は、保健師又は看護師であるか。 適・否 資格証

※　ただし、長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由がある
場合、管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた者であ
れば、この限りでない。

　保健師助産師看護師法第１４条第３項の規定により業務の停止を命
じられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該当していない
か。

適・否 履歴書 平11老企25第3の1
の(2)の②

(3)　訪看STの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識
及び技能を有する者であるか。

適・否 履歴書 平11厚令37第61条
第3項

(4)　訪看STの管理者は、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指
導の業務に従事した経験のある者であるか。

適・否 履歴書 平11老企25第3の1
の(2)の④

第4　運営に関す
る基準

法第74条第2項

１　受給資格等
の確認

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定
の有効期間を確認しているか。

適・否 被保険者証の写し
等確認の記録

平11厚令37第74条
準用（第11条）

２　心身の状況
等の把握、居
宅介護支援事
業者等との連
携

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴等の把握
に努めているか。また、サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員
や他サービスと連携しているか。

適・否 サービス担当者会
議の記録等

平11厚令37第74条
準用(第13条第1
項、第64条 ）

３　サービスの
提供の記録

(1)　指定訪問看護を提供した際には、提供日及び内容、法第41条第6項
の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居
宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計
画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しているか。

適・否 ｻｰﾋﾞｽ提供票、別
表、居宅ｻｰﾋﾞｽ計
画、業務日誌、訪
問看護記録

平11厚令37第74条
準用(第19条第1項)

(2)　指定訪問看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容
等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付
その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第19条第2項)

勤務表、訪問看護
記録、職員名簿、
履歴書、資格証、
出勤簿、タイム
カード 平11厚令37第60条

第1項第1号のイ 、
第2項

平11厚令37第60条
第1項第1号のロ

訪問看護記録、勤
務表、資格証

平11厚令37第60条
第1項第2号
平11厚令37第70条

平11厚令37第61条
第2項
平11老企25第3の1
の(2)の③



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

＊初回訪問時に把握した基本的な情報の記録（記録書Ⅰ）
記載事項：訪問看護の依頼目的、初回訪問年月日、主たる傷病名、既往
歴、現病歴、療養状況、介護状況、主治医の情報、緊急時の主治医・家
族等連絡先、担当の介護支援専門員名、指定居宅介護事業所の連絡
先、その他関係機関との連絡事項等。

訪問看護記録

＊訪問毎の記録（記録書Ⅱ）
記載事項：訪問年月日、病状・バイタルサイン、実施した看護・リハビリ
テーション内容等。

訪問看護記録

(1)　サービス提供に要した費用につき、支払をした居宅要介護被保険者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指
定訪問看護について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額の
うち，同条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定
した費用の額（その額が現に当該指定訪問看護に要した費用の額を超え
るときは、当該現に指定訪問看護に要した費用の額とする。）に係るもの
及びその他の費用の額を区別して記載し、当該その他の費用の額につ
いてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しているか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

５　指定訪問看
護の具体的取
扱方針

(1)　指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及
び訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよ
う妥当適切に行っているか。

適・否 訪問看護計画 平11厚令37第68条
第1号

(2)　サービス提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又
はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指
導又は説明を行っているか。

適・否 平11厚令37第68条
第2号

(3)　サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行っていないか。

適・否 平11厚令37第68条
第3号

(4)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 記録したことがわ
かるもの

平11厚令37第68条
第4号

(5)　サービス提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術
をもって、これを行っているか。

適・否 研修参加状況が
わかる記録

平11厚令37第68条
第5号

(6)　サービス提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びそ
の置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、
適切な指導を行っているか。

適・否 利用者に関する記
録、指導・連絡等
に関する記録

平11厚令37第68条
第6号

(7)　特殊な看護等については、これを行っていないか。 適・否 訪問看護計画書 平11厚令37第68条
第7号

6　主治の医師
との関係

(1)　事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看
護が行われるよう必要な管理をしているか。

適・否 平11厚令37第69条
第1項

主治の医師とは…利用申込者の選定により加療している医師をいい、主
治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできない。

(2)　サービス提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けて
いるか。

適・否 平11厚令37第69条
第2項

(3)　主治の医師に定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提
出し、サービス提供に当たって主治の医師との密接な連携を図っている
か。

適・否 平11厚令37第69条
第3項

指定訪問看護事業所が主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看
護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できる
ものとする。ただし、電子的方法によって、個々の利用者の訪問看護に関
する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出する場合は、
厚生労働省｢医療情報システムの安全管理に関するガイドライン｣を遵守
し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押
印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福
祉分野の公開鍵基盤（ＨＰＫＩ）による電子署名を施すこと。

「訪問看護計画書
及び訪問看護報告
書等の取扱いにつ
いて」（平成12年3
月30日老企第55
号）

４　利用料等の
受領

指示書、訪問看護
計画書、訪問看護
報告書



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

　当該事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあって
は、(2)及び(3)の規定にかかわらず、(2)の主治の医師の文書による指示
並びに(3)の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療記録
への記載をもって代えることができる。

平11厚令37第69条
第4項

7　訪問看護計
画及び訪問看
護報告書の作
成

(1)　看護師等（准看護師を除く。）は、利用者の希望及び心身の状況、主
治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するため
の具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成している
か。

適・否 訪問看護計画書 平11厚令37第70条
第1項

(2)　看護師等（准看護師を除く。）は、既に居宅サービス計画等が作成さ
れている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成して
いるか。

適・否 居宅サービス計画 平11厚令37第70条
第2項

　なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成された場合
は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認
し、必要に応じて変更しているか。

適・否 平11老企25第3の3
の(5)の④

(3)　看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護計画書の作成に当たって
は、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用
者の同意を得ているか。

適・否 訪問看護計画書 平11厚令37第70条
第3項

　また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。 適・否 平11老企25第3の3
の(5)の③

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によるサービス提供について
は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたも
のである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明
した上で利用者の同意を得ているか。

適・否 平11老企25第3の3
の(5)の⑤

(4)　看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護計画書を作成した際に
は、当該訪問看護計画書を利用者に交付しているか。

適・否 平11厚令37第70条
第4項

(5)　看護師等（准看護師を除く。）は、訪問日、提供した看護内容等を記
載した訪問看護報告書を作成しているか。

適・否 訪問看護報告書 平11厚令37第70条
第5項

※ここに規定する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主
治医に定期的に提出するものをいう。

平11老企25第3の3
の(5)の⑦

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がサービス提供している利用
者については、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士が提供する内容についても、一体的に含む
ものとし、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が連携し作成しているか。

適・否 平11老企25第3の3
の(5)の⑧

(6)　事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に
関し、必要な指導及び管理を行っているか。

適・否 訪問看護計画書、
訪問看護報告書

平11厚令37第70条
第6項

　（当該指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、(1)
から(6)までの規定にかかわらず指定訪問看護計画書及び指定訪問
看護報告書は診療記録への記載をもって代えることができる。ただし、
診療記録への記載についても看護師又は保健師が行うこと。）

診療記録 平11厚令37第70条
第7項

(7)　介護支援専門員から、訪問看護計画の提出の求めがあったときに
は、これに応じているか。

適・否 平11厚令38第13条
第12号

8　同居家族に
対する訪問看
護の禁止

　看護師等にその同居の家族である利用者に対するサービス提供をさせ
ていないか。

適・否 サービス利用票、
訪問看護計画書

平11厚令37第71条

9　緊急時の対
応

　サービス提供を行っているときに利用者に病状等の急変等が生じた場
合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の
医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じているか。

適・否 緊急時対応マニュ
アル

平11厚令37第72条

10　勤務体制
の確保等

(1)看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 適・否 研修受講証明書、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第74条
準用（第30条第3
項）



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

(2) 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言
動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就
業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を
講じているか。

適・否 就業規則、マニュ
アル

平11厚令37第74条
準用（第30条第4
項）

11　業務継続
計画の策定等
（令和6年3月
31日まで努力
義務、4月1日
より義務化）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開
を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い
必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第74条
準用（第30条の2第
1項）

看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修
及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実施
したことが分かるも
の

平11厚令37第74条
準用（第30条の2第
2項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用（第30条の2第
3項）

看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ってい
るか。

適・否 平11厚令37第74条
準用（第31条第1
項）

事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 適・否 平11厚令37第74条
準用（第31条第2
項）

（まん延防止措
置について
は、令和6年3
月31日まで努
力義務、4月1
日より義務化)

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる
措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討
する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備
すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修及び訓練を定期的に実施すること

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修記録、研修計
画

平11厚令37第74条
準用（第31条第3
項）

13　掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者の勤務体制、事故
発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実
施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価期間の名
称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると
認められる重要事項を掲示しているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用（第32条第1
項）

重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービス情報
公表システム）に掲載しているか。
※令和7年4月1日より適用

適・否 平11厚令37第74条
準用（第32条第3
項）

14　秘密保持
等

(1)　事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第33条第1項)

(2)　当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上
知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な処置
を講じているか。

適・否 就業規則、雇用契
約書、誓約書

平11厚令37第74条
準用(第33条第2項)

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合
は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族
の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 利用者の同意書 平11厚令37第74条
準用(第33条第3項)

15　広告 事業所について広告する場合はその内容が虚偽又は誇大なものでない
か。

パンフレット、チラ
シ

平11厚令37第74条
準用(第34条)

16　苦情処理 (1)　提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅
速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必
要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第36条第1項)

12　衛生管理
等

運営規程、パンフ
レット等、掲示、苦
情受付簿、マニュ
アル



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

　具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所にお
ける苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用
申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する
措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、
ウェブサイトに掲載すること等を行っているか。（ウェブサイトへの掲載は
令和7年3月末までの経過措置期間あり）

適・否 準用(平11老企25
第3の3の(28)の①)

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録している
か。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第36条第2項)

(3)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識
に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら
行っているか。

適・否 準用(平11老企25
第3の3の(28)の②)

(4)　提供した指定訪問看護に関し、法23条の規定により市町村が行う文
書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から
の質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第74条
準用(第36条第3項)

　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するととも
に、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町村に報
告しているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第36条第4項)

(6)　提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康
保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合に
おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第74条
準用(第36条第5項)

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善の
内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第36条第6項)

17　地域との
連携

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービ
スを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても
サービスの提供を行うよう努めているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第36条の2第
2項）

18　事故発生
時の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 事故対応マニュア
ル、事故記録

平11厚令37第74条
準用(第37条第1項)

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録してい
るか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第37条第2項)

(3)　利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合
は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第37条第3項)

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を
講じているか。

適・否 準用(平11老企25
第3の3の(30)の③)

虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、看護師等に周知徹底を図っているか。

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第74条
準用(第37条の2第
1号）

当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための指針を整備して
いるか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第37条の2第
2号）

当該訪問看護事業所において、看護師等に対し、虐待の防止のための
研修を定期的に実施しているか。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第37条の2第
3号）

上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。
※虐待防止検討委員会の責任者と同一の人が望ましい。

適・否 平11厚令37第74条
準用(第37条の2第
4号）

第6　介護給付費
の算定及び取扱
い

法第41条第4項
法第53条第2項

19　虐待の防
止のための措
置
（令和6年3月
31日まで努力
義務、4月1日
より義務化）



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

1　基本的事項 (1)　指定訪問看護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告示第19
号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されてい
るか。

適・否 平12厚告19号の一

(2)　指定訪問看護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告示第22
号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定める単位数を
乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19号の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 H30~徳島市7級地 平12厚告19号の三

2　訪問看護費
の算定

　通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定
める疫病等（利用者等告示第四号を参照）の患者を除く。）に対して、そ
の主治の医師の指示（訪看STにあっては、主治の医師が交付した文書に
よる指示）及び訪間看護計画書に基づき、事業所の看護師等が指定訪
問看護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位
置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所
定単位数を算定しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の3の注1

＊前回提供した訪問看護から概ね2時間未満の間隔で訪問看護を
行う場合（利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合
を除く。）は、それぞれの所要時間を合算しているか。
　看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護
師による訪問看護が含まれている場合には、当該訪問看護費は、
准看護師による訪問看護費を算定する。
　ただし、看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法
士等が訪問看護を行う場合などは職種ごとに算定できる。

　20分未満の訪問看護を行う場合は、緊急時訪問看護加算の届出をして
いるか、また、20分以上の訪問看護が週1回以上含まれているか。

適・否

　准看護師が指定訪問看護を行った湯合は、所定単位数の100分の90に
相当する単位数を算定しているか。

適・否

　訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１
日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相
当する単位数を算定しているか。

適・否

＊1回当たり20分以上の訪問看護を実施することとし、1人の利用者
につき週に6回を限度として算定しているか。

3　主治の医師
の特別な指示
があった場合
の取り扱い

　指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設
及び介護医療院の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に
頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その
指示の日から14日間に限って、訪問看護費を算定していないか。

適・否 特別看護指示書 平12厚告19の別表
の3の注17

4　サービス種
類相互の算定
関係

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、若しくは特定施設
入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応
型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けてい
る間に、訪問看護費を算定していないか。

適・否 サービス提供票、
居宅サービス計画

平12厚告19の別表
の3の注19

　あんまマッサー
ジ指圧の無資格
での実施

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】
医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない者が、あん摩、
マッサージ、指圧を行っていないか。
※介護保険法では無いが、違反した場合、懲役や罰金となる可能性があ
るため、確認すること。

適・否 昭和22年法律第
217号第1条

訪問看護計画書、
給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票、別表



R7年度　運営基準点検シート（訪問リハビリテーション） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                                           　　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第１人員に関する基
準

 法第74条第1項

　専任の常勤医師が配置されているか。※医療機関の医師との兼務
可能。

適・否 勤務表、運営規
程、重要事項説明
書　等

 平11厚令37第76条
第1項

　＊介護老人保健施設又は介護医療院がみなし指定を受けて実施
する場合、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす
ことをもって、基準を満たしているとみなすことができる。

 平11厚令37第76条
第3項

　訪問リハビリテーションの事業所ごとに、指定訪問リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士を置い
ているか。

適・否 勤務表、履歴書、
資格証

 平11厚令37第76条
第1項

第２　運営に関する
基準

１　受給資格等の
確認

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認
定の有効期間を確認しているか。

適・否 被保険者証の写
し等確認の記録

平11厚令37第83条
準用（第11条）

２　心身の状況等
の把握、居宅介護
支援事業者等との
連携

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴等の
把握に努めているか。また、サービス担当者会議等を通じて介護支援
専門員や他サービスと連携しているか。

適・否 サービス担当者
会議の記録等

平11厚令37第83条
準用(第13条第1項、
第64条 ）

３　サービスの提
供の記録

(1)　指定訪問リハビリテーションを提供した際には、サービスの提供日
及び内容、当該サービスについて法第41条第6項の規定により利用
者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事
項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる
書面に記載しているか。

適・否 サービス提供
票、別表、居宅
サービス計画
書、処遇記録

平11厚令37第83条
準用（第19条第1項）

(2)　指定訪問リハビリテーションを提供した際には、提供した具体的な
サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場
合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に
対して提供しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第19条第2項）

４　利用料等の受
領

(1)　指定訪問リハビリテーションその他のサービスの提供に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険
者に対し、厚生労働省令（施行規則第65条）で定めるところにより、領
収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、
被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第l号に規定
する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現
に当該指定訪問リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、
当該現に指定訪問リハビリテーションに要した費用の額とする。）に係
るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用
の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しているか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

５　訪問リハビリ
テーション計画の
作成

(1)　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医
師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置か
れている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成する
ための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション
計画を作成しているか。

適・否 訪問リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第81条
第1項

(2)　訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成さ
れている場合は、当該居宅サービスの内容に沿って作成しているか。

適・否 居宅サービス計画 平11厚令37第81条
第2項

　　なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービスが作成
された場合は、当該訪問リハビリテーション計画が居宅サービス計画
に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更しているか。

適・否 平11老企25第3の3
の(3)の③

(3)　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問
リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用
者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ているか。
　また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。

適・否 訪問リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第81条
第3項
平11老企25第6の3
の(3)の⑤



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(4)　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリ
テーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハ
ビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリ
ハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテー
ションの情報を把握しているか。

適・否 当該医療機関が
作成したリハビリ
テーション実施計
画書等

平11老企25第3の3
の(3)の④

(5)　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問
リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション
計画を利用者に交付しているか。

適・否 訪問リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第81条
第5項

(6)　介護支援専門員から、訪問リハビリテーション計画の提出の求め
があったときには、これに応じているか。

適・否 平11厚令38第13条
第12号

６　指定訪問リハ
ビリテーションの具
体的取扱方針

(1)　サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
束等を行っていないか。

適・否 平11厚令37第80条
第3号

(2)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 記録したことがわ
かるもの

平11厚令37第80条
第4号

(3)　訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びそ
の評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告
しているか。

適・否 診療記録 平11厚令37第80条
第1項第6号

(4)　指定訪問リハビリテーションを行った際には、速やかに、指定訪
問リハビリテーションを実施した要介護者等の氏名、実施日時、実施
した訪問リハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録している
か。

適・否 診療記録 平11老企25第3の3
の(2)の⑦

７　勤務体制の確
保等

(1)理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士の資質向上のため
に、研修の機会を確保しているか。

適・否 研修修了書、研修
計画、研修記録

平11厚令37第83条
準用（第30条第3項）

(2) 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学
療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防
止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

適・否 就業規則、マニュ
アル

平11厚令37第83条
準用（第30条第4項）

８　業務継続計画
の策定等
（令和6年3月31日
まで努力義務、4
月1日より義務化）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハ
ビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第83条
準用（第30条の2第1
項）

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実施
したことが分かるも
の

平11厚令37第83条
準用（第30条の2第2
項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第30条の2第3
項）

９　衛生管理等 従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っ
ているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第31条第1項）

事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 適・否 平11厚令37第83条
準用（第31条第2項）

※感染症の予防
及びまん延の防
止のための措置
は、令和6年3月31
日まで努力義務、
4月1日より義務化

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ
る措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検
討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果
について、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整
備すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止
のための研修及び訓練を定期的に実施すること

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修記録、研修計
画

平11厚令37第83条
準用（第31条第3項）



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

１０　掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者の勤務体制、事
故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価
の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価期
間の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択
に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第32条第1項）

重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービス情
報公表システム）に掲載しているか。
※令和7年4月1日より適用

適・否 平11厚令37第83条
準用（第32条第3項）

１１　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第33条第1項）

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ
ているか。

適・否 就業規則、運営規
程、誓約書

平11厚令37第83条
準用（第33条第2項）

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場
合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当
該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 同意書等 平11厚令37第83条
準用（第33条第3項）

１２　苦情処理 (1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速
かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す
る等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲示
物、苦情に関する
記録

平11厚令37第83条
準用（第36条第1項）

　具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における
苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者
又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要
についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲
載すること等を行っているか。（ウェブサイトへの掲載は令和7年3月末までの
経過措置期間あり）

適・否 準用(平11老企25第
3の3の(28)の①)

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録して
いるか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第36条第2項）

(3)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの
認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取
組を自ら行っているか。

適・否 準用（平11老企25第
3の3の（28）の②）

(4)　提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文
書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員
からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導に関する記録 平11厚令37第83条
準用（第36条第3項）

　　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと
もに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町村に
報告しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第36条第4項）

(6)　提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保
険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場
合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている
か。

適・否 指導に関する記録 平11厚令37第83条
準用（第36条第5項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善
の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第36条第6項）

１３　地域との連携 事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサー
ビスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対
してもサービスの提供を行うよう努めているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第36条の2第2
項）

１４　事故発生時
の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 事故対応マニュア
ル

平11厚令37第83条
準用（第37条第1項）

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録して
いるか。

適・否 事故記録 平11厚令37第83条
準用（第37条第2項）



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(3)　利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償す
べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第37条第3項）

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対
策を講じているか。

適・否 準用（平11老企25第
3の3の(30)の③）

１５　虐待の防止
のための措置
（令和6年3月31日
まで努力義務、4
月1日より義務化）

虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第83条
準用（第37条の2第1
項）

当該指定訪問リハビリテーション事業所における虐待の防止のための
指針を整備しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第37条の2第2
項）

当該訪問リハビリテーション事業所において、従業者に対し、虐待の
防止のための研修を定期的に実施しているか。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第37条の2第3
項）

上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。
※虐待防止検討委員会の責任者と同一の人が望ましい。

適・否 平11厚令37第83条
準用（第37条の2第4
項）

第３　介護給付費の
算定及び取扱い

法第41条第4項
法第53条第2項

１　基本的事項 (1)　サービスに要する費用の額は、平成12年厚生省告示第19号の別
表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されている
か。

適・否 訪問リハビリテー
ション計画、給付
管理表、レセプト

平12厚告19の一

(2)　指定訪問リハビリテーション事業に要する費用の額は、平成12年
厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表
に定める単位数を乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があると
きは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 H30~徳島市7級地 平12厚告19の三

２　訪問リハビリ
テーション費の算
定

　通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所
の理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士が、当該事業所の医
師又は、計画的な医学的管理を行っている他の事業所の医師の指示
に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定している
か。

適・否 平12厚告19の別表
の4の注1

　また、他の事業所の医師の指示に基づきサービス提供を行った場
合には、減算の単位で請求しているか。

　＊医療機関からの退院後早期にリハビリテーションを開始する観点
から、医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者で
あって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行わ
れている者においては、退院後１ヶ月以内に提供される訪問リハビリ
テーションに限り、当該減算は適用されない（青本P237を確認）

適・否 ※この減算はペナ
ルティではないの
で、要件を満たし
ていれば指導の対
象ではない。

①　指示を行う医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定
しているか。
　別の医療機関の医師から情報提供を受けて実施する場合は当該情
報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定し
ているか。（この場合少なくとも３月に1回は当該情報提供を行った医
師に対して、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画について、医師による情報提供を
行っているか。

適・否 平12老企36第2の
5(1)の①

①－１　（平成31年度以降）
　当該別の医療機関の医師は適切な研修（Q&A確認）を受けた医師
か

適・否

＊猶予期間あり
（8年度末まで）

　また、修了の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載し
ているか

適・否

②　訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要
に応じて計画を見直しているか。初回の評価は、リハビリテーションの
提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに
評価を行っているか。

適・否 平12老企36第2の
5(1)の⑤



主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

③　利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当
たり20分以上指導を行った場合に、1週につき6回を限度として算定し
ているか。

適・否 平12老企36第2の
5(1)の⑦

④　事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっ
て、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の
当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準
の算定に含めないこととしているか。なお、介護老人保健施設又は介
護医療院による訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老
人保健施設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよ
う留意しているか。

適・否 平12老企36第2の
5(1)の⑧

⑤　居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交
通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供す
るに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記
録しているか。

適・否 平12老企36第2の
5(1)の⑩

３　サービス種類
相互の算定関係

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、若しくは特定施
設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特
定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護を受けている間に、訪問リハビリテーション費を算定して
いないか。

適・否 サービス提供票、
居宅サービス計画
書

平12厚告19の別表
の4の注13

あんまマッサージ指
圧の無資格での実施

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】
医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない者が、あん
摩、マッサージ、指圧を行っていないか。
※介護保険法では無いが、違反した場合、懲役や罰金となる可能性
があるため、確認すること。

適・否 昭和22年法律第217
号第1条



R7年度　運営基準点検シート（居宅療養管理指導） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）
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主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

第2　人員に関す
る基準

法第74条第1項

1　従業員の員
数

(1)　病院又は診療所の場合 平11厚令37第85条
1項

イ　医師又は歯科医師が配置されているか。 適・否

ロ　薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士は、その提供する指定居　宅
療養管理指導の内容に応じた適当数が配置されているか。

適・否

(2)　薬局の場合
　　薬剤師が配置されているか。 適・否

第4　運営に関す
る基準

1　サービスの
提供の記録

(1)　指定居宅療養管理指導を提供した際には、提供日及び内容、法第
41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ
ス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅
サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しているか。

適・否 ｻｰﾋﾞｽ提供票、別
表、居宅ｻｰﾋﾞｽ計
画、業務日誌

平11厚令37第91条
準用(第19条第1項)

(2)　指定居宅療養管理指導を提供した際には、提供した具体的なサービ
スの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文
書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供して
いるか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第19条第2項)

(1)　サービス提供に要した費用につき、支払をした居宅要介護被保険者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定
居宅療養管理指導について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用
の額のうち、同条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準によ
り算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅療養管理指導に要した
費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅療養管理指導に要した費用
の額とする。）に係るもの及びその他の費用の額を区別して記載し、当該
その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載し
ているか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

3　指定居宅療
養管理指導の
具体的取扱方
針

・医師・歯科医師の場合

(1)　訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画
的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、居宅介護支
援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに
利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介
護方法等についての指導、助言等を行っているか。

適・否 居宅療養管理指
導計画書、居宅
サービス計画書、
利用者に関する記
録

平11厚令37
第89条第1項第1号

(2)　利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずる
とともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、
理解しやすいように指導又は助言を行っているか。

適・否 平11厚令37
第89条第1項第2号

(3)　利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必
要な事項等を記載した文書を交付するよう努めているか。

適・否 指導又は助言の
文書

平11厚令37
第89条第1項第3号

(4)　サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行っていないか。

適・否 平11厚令37
第89条第1項第4号

(5)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 記録したことがわ
かるもの

平11厚令37
第89条第1項第5号

(6)　療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める
場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めが
あった場合は、必要な情報提供又は助言を行っているか。

適・否 情報提供又は助
言の文書

平11厚令37
第89条第1項第6号

勤務表、職員名
簿、履歴書、資格
証

2　利用料等の
受領
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(7)　居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又
は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することによ
り行っているか。

適・否 サービス担当者会
議の記録

平11厚令37
第89条第1項第7号

(8)  サービス担当者会議への参加が困難な場合については、居宅介護
支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又
は助言の内容を記載した文書を交付しているか。

適・否 情報提供又は助
言の文書

平11厚令37
第89条第1項第8号

(9)  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内
容について、速やかに診療録に記録しているか。

適・否 診療録 平11厚令37
第89条第1項第9号

・薬剤師の場合

(1)  医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養管理
指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定
した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を
図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行っている
か。

適・否 薬学的管理指導
計画書、居宅サー
ビス計画書、利用
者に関する記録

平11厚令37
第89条第2項第1号

(2)  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを
旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解
しやすいように指導又は説明を行っているか。

適・否 指導又は説明の
文書

平11厚令37
第89条第2項第2号

(3)　サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行っていないか。

適・否 平11厚令37
第89条第2項第3号

(4)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 記録したことがわ
かるもの

平11厚令37
第89条第2項第4号

(5)　常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確
な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供しているか。

適・否 利用者に関する記
録

平11厚令37
第89条第2項第5号

(6)  居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービ
ス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を
行っているか。

適・否 情報提供に関する
記録

平11厚令37
第89条第2項第6号

(7)  居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又
は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することによ
り行っているか。

適・否 サービス担当者介
護の記録

平11厚令37
第89条第2項第7号

(8)  サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、
居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情
報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行っているか。

適・否 情報提供又は助
言の文書

平11厚令37
第89条第2項第8号

(9)  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内
容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師
に報告しているか。

適・否 診療録、報告書 平11厚令37
第89条第2項第9号

・歯科衛生士又は管理栄養士の場合

(1)  医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復
を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行ってい
るか。

適・否 薬学的管理指導
計画書、居宅サー
ビス計画書、利用
者に関する記録

平11厚令37
第89条第3項第1号

(2)  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを
旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解
しやすいように指導又は説明を行っているか。

適・否 指導又は説明の
文書

平11厚令37
第89条第3項第2号

(3)　サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行っていないか。

適・否 平11厚令37
第89条第3項第3号

(4)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 記録したことがわ
かるもの

平11厚令37
第89条第3項第4号



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

(5)  常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確
な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供しているか。

適・否 利用者に関する記
録

平11厚令37
第89条第3項第5号

(6)  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内
容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師
に報告しているか。

適・否 診療録、報告書 平11厚令37
第89条第4項第6号

4　勤務体制の
確保等

(1)  従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 適・否 研修受講証明書、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第91条
準用（第30条第3
項）

(2)   職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした
言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就
業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を
講じているか。

適・否 掲示、マニュア
ル、研修計画、研
修記録

平11厚令37第91条
準用（第30条第4
項）

5　業務継続計
画の策定等
（令和9年3月
31日まで努力
義務）

(1)  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療
養管理指導の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早
期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継
続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第91条
準用（第30条の2第
1項）

(2)  従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実施
したことが分かるも
の

平11厚令37第91条
準用（第30条の2第
2項）

(3)  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計
画の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用（第30条の2第
3項）

6　衛生管理等 (1)  従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行って
いるか。

適・否 平11厚令37第91条
準用（第31条第1
項）

(2)  事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 適・否 平11厚令37第91条
準用（第31条第2
項）

※感染症の予
防及びまん延
の防止のため
の措置は、令
和6年3月31日
まで努力義
務、4月1日より
義務化

(3)  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ
る措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討
する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備
すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修及び訓練を定期的に実施すること

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第91条
準用（第31条第3
項）

7　掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者の勤務体制、事故
発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実
施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価期間の名
称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると
認められる重要事項を掲示しているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第32条第1項)

重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービス情報
公表システム）に掲載しているか。
※令和7年4月1日より適用

適・否 平11厚令37第91条
準用（第32条第3
項）

8　秘密保持等 (1)　事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第33条第1項)

(2)　当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上
知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な処置
を講じているか。

適・否 就業規則、雇用契
約書

平11厚令37第91条
準用(第33条第2項)



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合
は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族
の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 利用者の同意書 平11厚令37第91条
準用(第33条第3項)

9　苦情処理 (1)　提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの
苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置
する等の必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第36条第1項)

　具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所にお
ける苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用
申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する
措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、
ウェブサイトに掲載すること等を行っているか。（ウェブサイトへの掲載は
令和7年3月末までの経過措置期間あり）

適・否

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録している
か。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第36条第2項)

(3)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識
に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら
行っているか。

適・否 準用(平11老企25
第3の3の(28)の②)

(4)　提供した指定居宅療養管理指導に関し、法23条の規定により市町村
が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の
職員からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第91条
準用(第36条第3項)

　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するととも
に、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町村に報
告しているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第36条第4項)

(6)　提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に関して
国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力す
るとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた
場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている
か。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第91条
準用(第36条第5項)

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善の
内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第36条第6項)

10　事故発生
時の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 事故対応マニュア
ル、事故記録

平11厚令37第91条
準用(第37条第1項)

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録してい
るか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第37条第2項)

(3)　利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合
は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第37条第3項)

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を
講じているか。

適・否 準用(平11老企25
第3の3の(30)の③)

(1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結
果について、従業者等に周知徹底を図っているか。

適・否 指針、委員会の開
催がわかるもの、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第91条
準用(第37条の2第
1項）

(2)  当該指定居宅療養管理指導事業所における虐待の防止のための指
針を整備しているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第37条の2第
2項）

(3)  当該指定居宅療養管理指導事業所において、従業者に対し、虐待
の防止のための研修を定期的に実施しているか。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第37条の2第
3項）

運営規程、パンフ
レット等、掲示、苦
情受付簿、マニュ
アル

11　虐待の防
止のための措
置
（令和9年3月
31日まで努力
義務）



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

(4)  上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。
※虐待防止検討委員会の責任者と同一の人が望ましい。

適・否 平11厚令37第91条
準用(第37条の2第
4項）

第6　介護給付費
の算定及び取扱
い

法第41条第4項
法第53条第2項

1　基本的事項 (1)　指定居宅療養管理指導に要する費用の額は、平成12年厚生省告示
第19号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定され
ているか。

適・否 平12厚告19の一

(2)　指定居宅療養管理指導に要する費用の額は、平成12年厚生省告示
第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定める単位
数を乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 平12厚告19の三

(4)  単一建物居住者の人数に応じた単位数を算定しているか。 適・否 平12厚告19の別表
の5の注1

＊単一建物居住者について
　居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する以下の者の
うち、同一月に指定居宅療養管理指導を受けた者
　ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き
　　　高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所
　　　している利用者

老企第36号　第2の
6（2）

　イ　小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。介護予防含む。)、
　　　認知症対応型共同生活介護（介護予防含む。）、複合型サービス
　　　(宿泊サービスに限る。)などのサービスを受けている利用者

医師・歯科医
師が行う場合

　在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、主治の医師及び歯
科医師が、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基
づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情
報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用
する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行っている
か。

適・否 実施記録、診療
録、説明の文書

平12厚告19の別表
の5イの注1

＊ケアマネージャーへの情報提供がない場合には算定できない。 老企第36号　第2の
6（3）①

（医師の場合） 　在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料を算定す
る利用者に対して提供した場合には、居宅療養管理指導費（Ⅱ）を算定
しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5イの注２

・「情報提供」及び「指導又は助言の方法」
ア　ケアマネージャーに対する情報の提供の方法
　サービス担当者会議に参加し、情報提供の要点を記録しているか。（医
療保険の診療録に記載する場合は、下線又は枠で囲う等により、他の記
録と区別する。）

適・否 サービス担当者会
議の記録

老企第36号　第2の
6（3）②

　サービス担当者会議への参加が困難な場合、または開催されない場合
は文書により情報提供を行っているか。
（情報提供すべき事項）
　・基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師、歯科医師氏名、利用者
氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等）
・利用者の病状、経過等
・介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
・利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会にお
いて必要な支援等
・人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等

適・否 情報提供を行った
文書

イ　利用者・家族等に対する指導又は助言の方法

　　文書等の交付により行うよう努めているか。口頭により行った場合は、
その要点を記録しているか。（医療保険の診療録に記載する場合は、下
線又は枠で囲う等により、他の記録と区別する。）

適・否 指導又は助言の
書類

老企第36号　第2の
6（3）②

・算定回数について
　主治の医師及び歯科医師が、1人の利用者について、それぞれ月2回ま
で算定しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5注
老企第36号　第2の
6（3）④

・算定日について

給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表

給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

　当該月の訪問診療又は往診を行った日としているか。また、請求明細
書の摘要欄に訪問診療若しくは往診の日又はサービス担当者会議に参
加した日若しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日を
記載しているか。

適・否 老企第36号　第2の
6（3）⑤

薬剤師が行う場
合

　在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、医師又は歯科医師
の指示に基づき、当該利用者を訪問し、①薬学的な管理指導を行い、②
介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
を行った場合に算定しているか。

適・否 薬学的管理指導
計画、情報提供の
記録

平12厚告19の別表
の5ハ注１

＊ケアマネージャーへの情報提供がない場合には算定できない。 老企第36号　第2の
6（4）①

（薬局薬剤師） ・薬学的管理指導計画の策定をしているか。 薬学的管理指導
計画

→医師・歯科医師の情報提供に基づき、又は必要に応じて処方医と
相談するとともに、他の医療関係職種との間で情報を共有しながら策
定されているか。

適・否 老企第36号　第2の
6（4）①2

→薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、
実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載
しているか。

適・否

→薬剤服用歴の記録に添付する等の方法で保存しているか。 適・否

→利用者の居宅を訪問する前に策定しているか。 適・否

→訪問後、新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを
行っているか。また、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情
報提供を受けた場合も適宜見直しを行っているか。

適・否

（薬局薬剤師） 　必要に応じて処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指
導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導
に関する留意点について情報提供を行っているか。

適・否 老企第36号　第2の
6（4）③

・算定回数

　１月に２回を限度としているか。（病院又は診療所の薬剤師） 適・否
平12厚告19の別表
の5ハ注１

→月２回算定する場合にあっては、算定する日の間隔は６日以上とし
ているか。

　１月に４回を限度としているか。（薬局薬剤師） 適・否 老企第36号　第2の
6（4）④

→月に２回以上算定する場合（がん末期患者又は中心静脈栄養若し
くは注射による麻薬の投与を受けている者に対するものを除く。）に
あっては、算定する日の間隔は６日以上としているか。

→がん末期患者又は中心静脈栄養、若しくは注射による麻薬の投与
を受けている者については、週２回かつ月８回を限度として算定してい
るか。

（薬局薬剤師） 薬剤服用歴の記録を行っているか。 適・否 薬剤服用歴の記
録

老企第36号　第2の
6（4）⑤

(病院又は診療所
の薬剤師）

　薬剤管理指導記録に記録を行っているか。また最後の記入の日から最
低３年間は保存しているか。

適・否 薬剤管理指導記
録

老企第36号　第2の
6（4）⑥

（共通） 　以下の情報を知ったときは、速やかに当該利用者の主治医に対し、当
該情報を文書により提供するとともに、当該主治医に相談の上、必要に応
じ、利用者に薬学的管理指導を行っているか。

適・否 老企第36号　第2の
6（4）⑦

ア　医薬品緊急安全性情報
イ　医薬品・医療機器等安全性情報

（共通） 　他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場
合は算定していないか。（サポート薬局を除く。）

適・否 老企第36号　第2の
6（4）⑧

　＊ただし、居住地の変更等により、現に居宅療養管理指導を行っている
医療機関又は薬局からのサ-ビスが受けられなくなった場合には、この限
りではない。（詳細は青本P250を確認）

（サポート薬局） ・サポート薬局が居宅療養管理指導を行う場合 適・否 老企第36号　第2の
6（4）⑨

→薬学的管理指導計画を共有しているか。 薬剤管理指導計画

→緊急その他やむを得ない事由があるか。
→利用者またはその家族の同意を得ているか。 同意の文書
→居宅療養管理指導費の算定は基幹薬局が行っているか。 給付管理表、レセ

プト、サービス提
供票別表

・薬剤服用歴の記録を行っているか。 適・否 老企第36号　第2の
6（4）⑩

ア　在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有しているか。

給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

イ　アを踏まえ、在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った
医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネー
ジャーに対する必要な情報提供を行っているか。

情報提供の記録

ウ　在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った
サポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明
細書の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付を記載してい
るか。

薬剤服用歴の記
録

管理栄養士が行
う場合

　管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づ
き、利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行っ
た場合に算定しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5ニ注

・算定回数
　１月に２回を限度としているか。 適・否 平12厚告19の別表

の5ニ注
・実施時間
　１回の訪問につき、30分以上サービスを提供しているか。 適・否 老企第36号　第2の

6（5）①
　＊請求明細書の摘要欄に訪問日を記載しているか。

　イ　別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養
状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、
看護師、薬剤師その他職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機
能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成しているか。

適・否 栄養ケア計画 平12厚告19の別表
の5ニ注

　＊栄養ケア計画を利用者に説明し同意を得て、交付しているか。 適・否 老企第36号　第2の
6（5）④

　ロ　利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、
利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又
は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

適・否 情報提供の記録 平12厚告19の別表
の5ニ注

　＊指示を行った医師はその内容を記録しているか。 適・否 老企第36号　第2の
6（5）④

　＊管理栄養士は利用者ごとの栄養ケアの提供内容の要点を記録してい
るか。

適・否 提供内容の記録 老企第36号　第2の
6（5）⑥

　ハ　利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に
応じて当該計画を見直しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5ニ注

　＊概ね３月を目途として計画の見直しを行っているか。 適・否 栄養ケア計画 老企第36号　第2の
6（5）⑥

歯科衛生士等が
行う場合

　歯科衛生士、保健師又は看護職員が、利用者に対して訪問歯科診療
を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を
行っているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5ホ注

・算定回数
　１月に４回を限度としているか。（がん末期の利用者については、１月に
６回）

適・否 給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表

平12厚告19の別表
の5ホ注

・実施時間
　１回の訪問につき、１対１で２０分以上サービスを提供しているか。 適・否 実施指導記録 老企第36号　第2の

6（6）①
→実際に指導を行った時間であり、指導のための準備や利用者の移
動に要した時間等は含めていないか。

老企第36号　第2の
6（6）③

＊請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行っ
た歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記載し
ているか。

適・否 請求明細書 老企第36号　第2の
6（6）①

＊指示を行った歯科医師の訪問診療日から起算して３月以内に行わ
れているか。

適・否 老企第36号　第2の
6（6）②

　イ　居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その実
施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員
が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共
同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理
指導計画を作成しているか。

適・否 管理指導計画 平12厚告19の別表
の5ホ注

　＊管理指導計画を利用者に説明し同意を得て、交付しているか。 適・否 管理指導計画 老企第36号　第2の
6（6）⑥

　ロ　利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利
用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実
地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導
に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録しているか。

適・否 情報提供の記録 平12厚告19の別表
の5ホ注

　＊指示を行った歯科医師はその内容を記録しているか。 適・否 指示の記録又は
診療録

老企第36号　第2の
6（6）⑦

　＊実地指導に係る記録を作成し、指示等を行った歯科医師に報告して
いるか。

適・否 実地指導に係る記
録

老企第36号　第2の
6（6）④

給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表
給付管理表、レセ
プト、サービス提
供票別表



主眼事項 着眼点 適・否 確認状況等 根拠法令

　ハ　利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に
応じて当該計画を見直しているか。

適・否 平12厚告19の別表
の5ホ注

　＊概ね３月を目途として計画の見直しを行っているか。 適・否 管理指導計画 老企第36号　第2の
6（6）⑥



通所介護　　1/8

R6年度　運営基準点検シート　（通所介護） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第１　人員に関する
基準

法第74条第l 項

 １　従業者の員数
等

　従業者の員数は、次のとおりとなっているか。 平11厚令37第93条
第1項

（1）生活相談員 　指定通所介護の提供日ごとに、指定通所介護を提供している時
間帯（運営基準で定められたサービス提供時間）を通じて１人以
上配置しているか。
参考：一日の途中で他の生活相談員に交代して配置することは可
である。

適・否 平11厚令37第93条
第1項第1号

資格要件：社会福祉主事、社会福祉施設長資格認定講習会等
の修了者、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、
介護福祉士、社会福祉事業（＊）に2年以上従事した者。
＊訪問介護や通所介護事業所等での従事期間を含むが、医
療機関は原則含まれないので注意。

適・否 社会福祉法第19条
第1項各号

指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるた
め、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と
連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地
域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう
に、生活相談員の勤務時間数には以下についても含めること
ができる。
・サービス担当者会議や地域ケア会議へ出席するための時間
・利用者宅を訪問し、在宅生活状況を確認した上で、利用者の
家族も含めた相談・援助のための時間
・町内会やボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活
支援を担ってもらう等の社会資源発掘、活用のための時間
ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切
な相談・援助などを行う必要があり、これらに支障がない範囲で
認められるものである。

（2）看護職員 　指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に
当たる看護職員が1以上（営業日ごとに2時間以上）配置されてい
るか。
※病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約による派遣看
護職員でもよいが、派遣に関する契約書及び2時間以上配置され
たことが確認できる記録が必要。

適・否 同上 平11厚令37第93条
第1項第2号

（3）介護職員 　指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している
時間帯に介護職員が勤務してる時間数の合計数を当該指定通所
介護の提供単位時間数で除して得た数が15人までの場合にあっ
ては1以上、15人を越える場合にあっては15人を越える部分の数
を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認
められる数となっているか。

　【確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式】
　・利用者数15人まで
　　単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数
　・利用者数16人以上
　　単位ごとに確保すべき勤務延時間数
　　　　　　＝（（利用者数－15）÷5＋1）×平均提供時間数

　※平均提供時間数
　　　・・・利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数

　※第一号通所介護事業が同一の事業所において一体的に運
営されている場合には、当該第一号通所介護事業の利用者も上
記利用者数に含む。

適・否 同上、利用者数・
提供時間数がわ
かる書類（日報等）

平11厚令37第93条
第1項第3号

　介護職員の数は、平11厚令37第92条に則り、適切な介護を提
供するために必要な最低限度の人数として定められていることか
ら、介護職員数の計算で利用する利用者数は、介護サービスを実
際に受けている人の数で計算すること。

従業員名簿、職員
勤務表、通所介護
記録、職員履歴書



通所介護　　2/8

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

（4）機能訓諌指導
員

　指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に
当たる機能訓練指導員が1以上確保されるために必要と認められ
る数となっているか。
　（なお、機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の
減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定
通所介護事業所の他の職務に従事することは差し支えない。）

適・否 職員勤務表、履歴
書、免許書等

平11厚令37第93条
第1項 第4号
 

平11厚令37第93条
第5項

平11老企25第8の1
の(3)

　この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ
指圧師の資格を有する者、一定の実務経験（理学療法士等の機
能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指
導に従事した経験を有する）を有するはり師、きゅう師（太字は平
成30年4月改正で追加）

適・否

　利用者の状態に応じた計画の策定や機能訓練の実施に必要と
考えられる体制で機能訓練指導員を配置し、訓練を行っている
か。
参考：看護職員との兼務は可能だが、その日の看護職員配置が1
名で、他に機能訓練指導員がいない場合には、最低2時間は看
護職員として配置、専従であることから、2時間を超える勤務時間
がなければ、機能訓練指導員としての配置とは言えない。

適・否

※機能訓練指導員が直接行う機能訓練以外に、利用者の日常生
活やレクリエーション等を通じての訓練については、生活相談員
や介護職員等が行うことも可能である。加算算定の有無に関わら
ず、基本的な機能訓練は実施すること。

 （5）その他 　指定通所介護の単位ごとに、介護職員は常時１人以上当該指
定通所介護に従事しているか。

適・否 職員勤務表 平11厚令37 第93
条第2項

　生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤となっている
か。

適・否 従業者名簿 平11厚令37 第93
条第6項

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
　サービス付き高齢者向け住宅配置の従業員や他サービス配置
と兼務している場合には、勤務時間帯を明確に区分しているか。

適・否 職員勤務表、出勤
簿、タイムカード、
サービス付き高齢
者向け住宅の勤
務表

２　管理者 　指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管
理者が配置されているか。

（ただし、事業所の管理上支障がない場合は、同一の事業者に
よって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者として
の職務に従事することは差し支えない。）
注意：常勤専従要件のある職務（個別機能訓練加算Ⅰの機能訓
練指員等）との兼務は不可。

適・否 職員勤務表、通所
介護記録簿

平11厚令37第94条

第２　運営に関する
基準

１　受給資格等の
確認

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介
護認定の有効期間を確認しているか。

適・否 被保険者証の写し
等確認の記録

平11厚令37第105
条準用（第11条）

２　心身の状況等
の把握、居宅介護
支援事業者等との
連携

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況等の把
握に努めているか。また、サービス担当者会議等を通じて介護支
援専門員や他サービスと連携しているか。

適・否 サービス担当者会
議の記録等

平11厚令37第105
条準用（第13、14
条）

３　指定通所介護
の具体的取扱方
針

(1)　通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者
等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束を行っていないか。

適・否 平11厚令37第98条
第3項

(2)　上記(1)の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録しているか。

適・否 平11厚令37第98条
第4項

４　通所介護計画
の作成

(1)　管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい
る環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するため
の具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成し
ているか。

適・否 通所介護計画書 平11厚令37第99条
第1項
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(2)　通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている
場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しているか。

適・否 通所介護計画書、
居宅サービス計画

平11厚令37第99条
第2項

　　（なお、通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成さ
れた場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったも
のであるか確認し、必要に応じて変更しているか。）

適・否 平11老企25第8の3
の(3)の③

(3)　管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得
ているか。
　また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。

適・否 通所介護計画書 平11厚令37第99条
第3項
平11老企25第8の3
の(3)の⑤

(4)　管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護
計画を利用者に交付しているか。

適・否 通所介護計画書 平11厚令37第99条
第４項

(5)　事業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に
従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行って
いるか。

適・否 通所介護計画書、
利用者に関する記
録

平11厚令37第99条
第5項

５　サービスの提
供の記録

(1)　サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、当
該サービスについて法第41条第6項の規定により利用者に代わっ
て支払を受ける居宅介護（支援）サービス費の額その他必要な事
項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準
ずる書面に記載しているか。

適・否 サービス提供票、
別表、居宅サービ
ス計画書、業務日
誌、運行記録、送
迎記録

平11厚令37第105
条準用（第19条第１
項）

(2)　サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内
容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、
文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して
提供しているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第19条第2
項）

【サービス付き高齢者向け住宅併設事業所の場合】
○居宅サービス計画及び通所介護計画に沿ったサービス提供が
されているか。
考え方：計画に位置づけの無い日にデイサービスの区画で過ごし
ている場合、適正とは言えない。緊急時を除き、計画に位置付け
があってサービス提供を行うこととなる。

適・否 居宅サービス計画
書、通所介護計画
書、通所介護記
録、出勤簿、タイム
カード

○実際に提供したサービス内容（サービス提供時間も含む）を記
録しているか。
考え方：途中で居室に帰った場合には、その時刻までをサービス
提供時間とする。

適・否

６　利用料等の受
領

(1)　指定通所介護その他のサービスの提供に要した費用につき、
その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対
し、厚生労働省令（施行規則第65条）で定めるところにより、領収
証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第８項の規定により交付しなければならない領収証
に、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第l号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
（その額が現に当該指定通所介護に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に指定通所介護に要した費用の額とする。）に係るも
の及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用
の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載している
か。

適・否 領収書控 施行規則第65条

７　緊急時の対応 　サービス提供を行っているときに利用者に病状等の急変等が生
じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求め
る等の必要な措置を講じているか。

適・否 緊急時対応マニュ
アル

平11厚令37第105
条準用（第27条）

８　勤務体制の確
保等

　通所介護従業者の資質向上のために、研修の機会を確保して
いるか。

適・否 研修修了証明書、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第101
条第3項
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全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門
員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助
従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介
護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、
歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精
神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり
師、きゅう師等を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修
を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
※認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置
は、令和6年4月1日より義務化（令和6年3月31日まで努力義務）

適・否 認知症介護に係る
基礎的な研修を受
講したことが分か
るもの

平11厚令37第101
条第3項
平11老企25第8の3
の(5)の③

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確
化等の必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第101
条第4項

９　定員の遵守 　利用定員を超えて指定通所介護の提供を行っていないか。ただ
し、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな
い。
　なお、定員超過については、月平均の利用者数を用いる。

適・否 利用者名簿、業務
日誌、運営規程

平11厚令37第102
条

１０　送迎 　送迎の時間は適正か。算定単位に応じた所要時間は確保され
ているか。（送迎時間は通所介護の所要時間には含まれない。）

適・否 サービス提供記
録、運行記録、運
営規程

　通常の事業実施地域内であれば、送迎の対応ができる体制が
確保されているか。
※サービス提供時間中に介護職員が送迎を行うことは可能だが、
それにより、事業所内の介護職員の配置が、人員基準の配置を
大きく下回ることがないよう適切な配置が必要。

適・否

　送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着替え、
ベッドへの移乗、窓の施錠等）を通所介護の所要時間に含める場
合には、居宅サービス計画書及び通所介護計画に位置付けた上
で、１日３０分以内を限度とした時間となっているか。
また、居宅内介助を行う者は、介護福祉士、実務者研修修了者、
介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者、介護職員初任
者研修修了者（2級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練
指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する
他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等において
サービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計
が3年以上の介護職員のいずれかであるか。

適・否 運行記録、通所介
護計画、資格証

１１　業務継続計
画の策定等
令和６年４月１日
より義務化（令和６
年３月３１日まで努
力義務）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所
介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早
期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第105
条準用（第30条の2
第1項）

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要
な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実施
したことが分かるも
の

平11厚令37第105
条準用（第30条の2
第2項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第30条の2
第3項）

１２　非常災害対
策

　非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関
への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周
知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行って
いるか。

適・否 非常災害対策計
画、連絡体制の整
備、避難訓練の記
録

平11厚令37第103
条第1項
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＜県の津波浸水想定で30センチ以上の浸水が想定されている地
域にある事業所のみ確認＞
・南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に
関する事項
・南海トラフ地震に係る防災訓練
・地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
上記事項を定めた①南海トラフ地震防災対策計画または上記事
項を含んだ②消防計画等を作成しているか。

＜未作成だった場合＞
①として作成→長寿いきがい課経由で防災対策推進課へ提出
②に含んで作成→各法令で定める提出先へ提出
①と②どちらの場合でも、写しを市町村へ提出。

適・否

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努
めているか。
※日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練
の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓
練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指
示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。

適・否 平11厚令37第103
条第2項

１３　衛生管理等 食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理
に努め、又は衛生上必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第104
条第1項

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防
止のための研修及び訓練を定期的に実施すること
※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和6年4月
1日より義務化（令和6年3月31日まで努力義務)

適・否 委員会名簿、委員
会の記録
指針
研修の記録及び
訓練の記録

平11厚令37第104
条第2項

１４　掲示 (1)　事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所介護従事
者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供する
サービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近
の年月日、実施した評価期間の名称、評価結果の開示状況）等
の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
を掲示しているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第32条第1
項）
準用（平11老企25
第8 の3の（24）の
①）

(2)　重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護
サービス情報公表システム）に掲載しているか。
（令和７年４月１日より適用）

適・否 平11厚令37第105
条
準用(第32条第3項)

１５　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第33条第1
項）

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じているか。

適・否 就業規則、雇用契
約書

平11厚令37第105
条準用（第33条第2
項）

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 同意書 平11厚令37第105
条準用（第33条第3
項）

１６　広告 事業所について広告する場合はその内容が虚偽又は誇大なもの
でないか。

適・否 パンフレット、チラ
シ

平11厚令37第105
条準用（第34条）

１７　苦情処理 (1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に
迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口
を設置する等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲示、
苦情に関する記録

平11厚令37第105
条準用（第36条第1
項）

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録
しているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第36条第2
項）
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(３)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると
の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行っているか。

適・否 準用（平11老企25
第3の3の（28）の
②）

(4)　提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行
う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村
の職員からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第105
条準用（第36条第3
項）

　　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す
るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町
村に報告しているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第36条第4
項）

(6)　提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康
保険団体連合会が行う法第176条第l項第2号の調査に協力すると
ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受
けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

適・否 指導等に関する記
録

平11厚令37第105
条準用（第36条第5
項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の
改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第105
条準用（第36条第6
項）

１８　地域との連携 事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して
サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外
の者に対してもサービスの提供を行うよう努めているか。

適・否 平11厚令37第104
条の2第3項

１９　事故発生時
の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事
業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 連絡マニュアル、
事故記録

平11厚令37第104
条の3第1項

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録
しているか。

適・否 平11厚令37第104
条の3第2項

(3)　利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故
が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第104
条の3第3項

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じているか。

適・否 平11厚令37第104
条の3第4項

２０　虐待の防止
令和６年４月１日
より義務化（令和６
年３月３１日まで努
力義務）

(1)　指定通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検
討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの
とする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、通所
介護従業者に周知徹底を図っているか。

適・否 委員会の開催記
録

平11厚令37第105
条準用（第37条の2
第1項）

(2)　指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整
備しているか。

適・否 虐待の発生・再発
防止の指針

(3)　通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
に実施しているか。

適・否 研修及び訓練画、
実施記録

(4)　(1)～(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置い
ているか。

適・否 担当者を設置した
ことが分かる文書

第３　介護給付費の
算定及び取扱い

法第41条第4項
法第53条第2項

１　基本的事項 (1)　サービスに要する費用の額は、平成12年厚生省告示第19号
の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定され
ているか。

適・否 通介護計画、給付
管理表、レセプト

平12厚告19の一
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(2)　指定通所介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告
示第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定
める単位数を乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があ
るときは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 H30~徳島市7級地 平12厚告19の三

２　事業所規模に
よる区分の取扱

①前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の事業
所については通常規模型通所介護費を算定しているか。

適・否 平12厚告26の一イ

②前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超えて900
人以内の事業所については大規模型通所介護費(Ⅰ)を算定して
いるか。

適・否

③前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人を超える事業
所については大規模型通所介護費(Ⅱ)を算定しているか。

適・否

３　所要時間の取
扱い

　所要時間については、通所介護計画に位置付けられた内容の
指定通所介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単
位数を算定しているか。

　算定した所要時間よりも少ない時間のサービス提供をしていな
いか。

適・否 通所介護記録 平12厚告19の別表
の6の注1

４　短時間の場合
の算定

　心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間の
サービス利用が困難である利用者に対して、所要時間2時間以上
3時間未満の指定通所介護を行ったケースはあるか。その場合、
「所要時間4時間以上5時間未満の場合」の所定単位数の100分
の70に相当する単位数を算定しているか。

適・否 利用者に関する記
録、通所介護記
録、レセプト

平12厚告19の別表
の6の注3

【短時間利用の要件】
①　心身の状況から、長時間の利用が困難であるか又は病後
等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必
要がある者であって、
②　日常生活動作能力の向上のため、日常生活を通じた機能
訓練等が実施されていること。（入浴のみ等は不適当。）

５　サービス種類
相互の算定関係

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定
施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型
サービスを受けている間に、通所介護費を算定していないか。

適・否 サービス提供票、
居宅サービス計画
書

平12厚告19の別表
の6の注11

事業所規模につ
いては、毎年度計
算し、根拠資料と
ともに提示できるよ
うにしておくこと。
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第４　その他

指定通所介護事業
所等の設備を利用し
た夜間及び深夜の
指定通所介護等以
外のサービス（通称
お泊まりデイ）につい
て

　通所介護の区画・設備を利用したお泊まりデイを実施している場合、必
要な届出を行っているか。
国の指針に沿った運営ができているか。
＜主な指針内容＞
・居宅サービス計画書への位置付けがなされているか。
・宿泊サービス提供時間帯に夜勤職員として介護職又は看護職が常時１
名以上確保されているか。
・宿泊の利用定員は通所事業所の定員の１／２以下かつ９名以下か。
・宿泊室の面積は個室の場合　１室あたり７．４３㎡以上か。
・宿泊が４日以上連続して利用することが予定されている利用者について
は、宿泊サービス計画が作成されているか。
・宿泊サービスに関する運営規程が定められているか。
・消防法上の設備が整っているか。
　スプリンクラーの設置については、平成30年3月31日で経過措置が終了
しており、要介護３以上の者が宿泊者の半数以上の事業所については、
面積にかかわらず原則設置が必要である。
※安全に関わることであるため、未設置の場合には、消防署に確認する
など、適切に対応すること。

適・否

 
適・否
適・否

適・否
適・否
適・否

適・否
適・否

居宅サービス計画
書、宿泊記録、宿
泊時の勤務表、平
面図、宿泊サービ
ス計画、運営規程
(宿泊サービスに
関する）

H27.4.30付け厚生労
働省指針

あんまマッサージ指
圧の無資格での実
施

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】
医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない者が、あん摩、
マッサージ、指圧を行っていないか。
※介護保険法では無いが、違反した場合、懲役や罰金となる可能性があ
るため、確認すること。

適・否 昭和22年法律第217
号第1条

循環式浴槽のレジオ
ネラ属菌対策につい
て
※ほとんど無いが、
循環式浴槽がある事
業所については、確
認すること。
※施設併設の場合
は施設担当がチェッ
ク

○レジオネラ属菌の検査を定期的に実施すること。
　・濾過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽
水。
　　・・・・1年に1回以上
　・連日使用している浴槽水・・・1年に2回以上
　・連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒で無い場合・・・1年に
4回以上
○レジオネラ菌は検出されない（10CFU/100ｍｌ未満）であること。
○貯湯槽内は湯温を60度以上に保つなど、貯湯槽内でレジオネラ菌が
繁殖しないようにすること。

適・否 検査結果の記録 レジオネラ症指針
レジオネラ症防止対
策マニュアル

福祉避難所の指定についてご協力をお願いします。
福祉避難所は市町村が指定し、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要
とする方で、特養等に入所するに至らない方及びその家族の避難所です。
市町村が指定します。市町村から話があった場合には、前向きに検討をお願いします。
指定要件や避難所運営の人員配置や物資の保管供給、通常業務の再開、経費等詳細については各市町村にご確認ください。
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R6年度　運営基準点検シート（通所リハビリテーション） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                                           　　　　　　　　　　　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第１　人員に関する
基準

 法第74条第l 項

 l　通所リハビリテー
ション事業所（２の事
業所を除く。）

　従業者の員数は、次のとおりとなっているか。 レセプト、加算届 平11厚令37第111条
第1項

（1）医師 　指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上
の数となっているか。

適・否 平11厚令37第111条
第1項第1号

　また、医師は常勤であるか。 平11厚令37第111条
第３項

　なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であっ
て、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基
準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されているものについ
ては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。

平12老企25第3の1
の(1)の①

　通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保
健施設又は介護医療院では、介護老人保健施設又は介護医療院
の医師の配置基準を満たすことをもって、通所リハビリテーション事
業所の医師の常勤配置に係る基準を満たしているものとみなすこと
ができる。

平11老企25第3の7
の1の(1)①ニ

　次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数となっているか
　※短時間（1～2時間）のリハついては、医療保険リハビリに従事でき
る。

平11厚令37第111条
第1項第2号

①　指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人
以下の場合は、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所
リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上確保さ
れているか。

適・否

　　利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当
該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療
法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が、
利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

適・否

②　①に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの
提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用
者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されているか。

適・否

　ただし、1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合で
あって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、
柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供す
る場合は、これらの者を理学療法士等として計算することができる。

※研修とは、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビ
リテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療
法機能訓練技能講習会が該当する。

平11老企25第3の1
の(2)の②

③　従事者一人が一日に行うことができる指定通所リハビリテーショ
ンは2単位までとなっているか。ただし、1時間から2時間までの通所
リハビリテーションは0.5単位として扱う。

適・否

２　事業所が診療所
である場合

（1）医師 (1)　利用者の数が同時に10人を超える場合にあっては、上記1(1)に
適合しているか。

適・否  平11老企25第3の1
の(2)の①

(2)　利用者の数が同時に10人以下の場合にっては、次の要件に適合
しているか。

・ 専任の医師が１人勤務しているか。 適・否

・ 利用者数は、専任の医師1人に対し1日48人以内となっているか。 適・否

　事業所が診療所であって、指定通所リハビリテーションの提供が同
時に10人以下の利用者に対して一体的に行われるものを単位とする
場合にあっては、1にかかわらず、次のとおりとなっているか。
　※短時間（1～2時間）のリハついては、医療保険リハビリに従事でき
る。

 平11厚令37第111
条第2項

勤務表、職員に関
する記録、利用者
数がわかる記録、
履歴書

（2）理学療法士、
作業療法士若しく
は言語聴覚士又
は看護師若しくは
准看護師若しくは
介護職員

勤務表、職員に関
する記録、利用者
数がわかる記録、
履歴書

（2）理学療法士、
作業療法士若しく
は言語聴覚士又
は看護職員若しく
は介護職員
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①　指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人
以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリ
テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されている
か。

適・否 平11厚令37第111条
第2項第1号

　　利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当
該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療
法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用
者の数を10で除した数以上確保されているか。

適・否

②　①に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの
提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通
所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事
した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されて
いるか。

適・否 平11厚令37第111条
第2項第2号

③　従事者一人が一日に行うことができる指定通所リハビリテーショ
ンは2単位までなっているか。ただし、1時間から2時間までの通所リ
ハビリテーションは0.5単位として扱う。

適・否 平11老企25第3の1
の(2)の②

第２　運営に関する
基準

１　サービスの提
供の記録

(1)　サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、当該
サービスについて法第41条第6項の規定により利用者に代わって支
払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の
居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載して
いるか。

適・否 サービス提供票、
別表、居宅サービ
ス計画書、処遇記
録

平11厚令37第119条
準用（第19条第１項）

(2)　サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等
を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交
付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供している
か。

適・否 サービス提供票、
別表、居宅サービ
ス計画書、処遇記
録

平11厚令37第１１9条
準用（第19条第2項）

２　利用料等の受
領

(1)　指定通所リハビリテーションその他のサービスの提供に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険
者に対し、厚生労働省令（施行規則第65条）で定めるところにより、領
収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、
被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第l号に規定
する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現
に当該指定通所リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、
当該現に指定通所リハビリテーションに要した費用の額とする。）に係
るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用
の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しているか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

３　通所リハビリ
テーションの具体
的取扱方針

(1)　サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束等を行っていないか。

適・否 平11厚令37第114条
第3号

(2)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

適・否 平11厚令37第114条
第4号

４　通所リハビリ
テーション計画の
作成

(1)　医師等の従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を
基に、共同して利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための
具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を
作成しているか。

適・否 通リハビリテーショ
ン計画書

平11厚令37第115条
第1項

(2)　通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成さ
れている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成してい
るか。

適・否 通所リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第115条
第2項

　　なお、通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービスが作成
された場合は、当該通所リハビリテーション計画が居宅サービス計画
に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更しているか。

適・否 通所リハビリテー
ション計画書

平11老企25第3の3
の(1)の④

(3)　医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっ
ては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用
者の同意を得ているか。
　　また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。

適・否 通リハビリテーショ
ン計画書、重要事
項説明書、評価記
録

平11厚令37第115条
第3項
平11老企25第3の3
の(1)の③

は介護職員
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(4)　医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関か
ら退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっ
ては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等によ
り、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しているか。

適・否 通所リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第115条
第4項

(5)　医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際に
は、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しているか。

適・否 居宅サービス計画
書、通リハビリテー
ション計画書

平11厚令37第115条
第5項

(6)　従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション
計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載し
ているか。

適・否 処遇記録 平11厚令37第115条
第6項

５　勤務体制の確
保等

　通所リハビリテーション従業者の資質向上のために、研修の機会を
確保しているか。

適・否 研修修了書、研修
計画、研修記録

平11厚令37第119条
準用（第101条第3
項）

全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実
務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研
修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修
一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養
士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等を除く。)に対し、
認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講
じなければならない。
※認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置は、令
和6年4月1日より義務化（令和6年3月31日まで努力義務）

適・否 認知症介護に係る
基礎的な研修を受
講したことが分かる
もの

平11厚令37第101条
第3項
平11老企25第8の3
の(5)の③

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言
動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等
の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要
な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第101条
第4項

６　業務継続計画
の策定等
令和６年４月１日よ
り義務化（令和６
年３月３１日まで努
力義務）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハ
ビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定したこ
とが分かるもの

平11厚令37第119条
準用（第30条の2第1
項）

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実施
したことが分かるも
の

平11厚令37第119条
準用（第30条の2第2
項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第30条の2第3
項）

７　定員の遵守 　利用定員を超えて指定通所リハビリテーションの提供を行っていな
いか。

適・否 利用者に関する記
録

平11厚令37第119条
準用（平11厚令37第
102条）

８　非常災害対策 　非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への
通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると
ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

適・否 非常災害対策計
画、連絡体制の整
備、避難訓練の記
録

平11厚令37第119条
準用（平11厚令37第
103条第1項）

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めて
いるか。
※日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実
施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実
施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐな
ど、より実効性のあるものとすること。

適・否 平11厚令37第119条
準用（平11厚令37第
103条第2項）

９　衛生管理等 食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
め、又は衛生上必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第118条
第1項

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ
る措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検
討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果
について、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整
備すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止
のための研修及び訓練を定期的に実施すること
※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和6年4月1日
より義務化(令和6年3月31日まで努力義務)

適・否 委員会名簿、委員
会の記録
指針
研修の記録及び
訓練の記録

平11厚令37第118条
第2項
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１０　掲示 (1)　事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所リハビリテー
ション従事者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提
供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直
近の年月日、実施した評価期間の名称、評価結果の開示状況）等の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示
しているか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第32条第1項）
準用（平11老企25第
8 の3の（24）の①）

(2)　重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービ
ス情報公表システム）に掲載しているか。
（令和７年４月１日より適用）

適・否 平11厚令37第119条
準用（第32条第3項）

１１　送迎 　送迎の時間は適正か。算定単位に応じた所要時間は確保されてい
るか。（送迎時間は通所リハの所要時間には含まれない。）

　（サービス提供時間　　：　　～　　：　　）

適・否 サービス提供記
録、運行記録、運
営規程

　通常の事業実施地域内であれば、送迎の対応ができる体制が確保
されているか。

適・否

　送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着替え、ベッ
ドへの移乗、窓の施錠等）を通所介護の所要時間に含める場合には、
通所リハビリ計画に位置付けた上で、１日３０分以内の時間となってい
るか。また、居宅内介助を行う者は、介護福祉士、実務者研修修了
者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者、介護職員初任
者研修修了者（2級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導
員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介
護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを
利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介
護職員のいずれかであるか。

適・否 運行記録、通所リ
ハビリ計画、資格
証

１２　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第33条第1項）

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ
ているか。

適・否 就業規則、運営規
程

平11厚令37第119条
準用（第33条第2項）

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場
合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当
該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 同意書等 平11厚令37第119条
準用（第33条第3項）

１３　苦情処理 (1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速
かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す
る等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲示
物、苦情に関する
記録

平11厚令37第119条
準用（第36条第1項）

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録して
いるか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第36条第2項）

(3)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの
認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取
組を自ら行っているか。

適・否 準用（平成11老企25
第3の3の(23)の②）

(4)　提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文
書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員
からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導に関する記録 平11厚令37第119条
準用（第36条第3項）

　　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと
もに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町村に
報告しているか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第36条第4項）

(6)　提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保
険団体連合会が行う法第176条第l項第3号の調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場
合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている
か。

適・否 指導に関する記録 平11厚令37第119条
準用（第36条第5項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善
の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第36条第6項）
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１４　事故発生時
の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 事故対応マニュア
ル

平11厚令37第119条
準用（第37条第1項）

(2)　(2)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録して
いるか。

適・否 事故記録 平11厚令37第119条
準用（第37条第2項）

(3)　利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償す
べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第119条
準用（第37条第3項）

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対
策を講じているか。

適・否 準用（平11老企25第
3の3の(24)の③）

１５　虐待の防止
令和６年４月１日よ
り義務化（令和６
年３月３１日まで努
力義務）

(1)　指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための
対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる
ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、通所リ
ハビリテーション従業者に周知徹底を図っているか。

適・否 委員会の開催記
録

平11厚令37第91条
準用（第37条の2第1
項）

(2)　指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための
指針を整備しているか

適・否 虐待の発生・再発
防止の指針

(3)　通所リハビリテーション従業者に対し、虐待の防止のための研修
を定期的に実施しているか。

適・否 研修及び訓練画、
実施記録

(4)　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いてい
るか。

適・否 担当者を設置した
ことが分かる文書

第３　介護給付費の
算定及び取扱い

法第41条第4項
法第53条第2項

１　基本的事項 (1)　サービスに要する費用の額は、平成12年厚生省告示第19号の別
表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されている
か。

適・否 通リハビリテーショ
ン計画、給付管理
表、レセプト

平12厚告19の一

(2)　指定通所リハビリテーション事業に要する費用の額は、平成12年
厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表
に定める単位数を乗じて算定されているか。

適・否 平12厚告19の二

(3)　1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があると
きは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。

適・否 H30~徳島市7級地 平12厚告19の三

２　事業所規模に
よる区分の取扱

①　前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の事業所
については通常規模型通所リハビリテーション費を算定しているか。

適・否

②　前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超える て900
 人以内の事業所については大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)を
算定しているか。

適・否

 ③　前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人を超える事業所
 については大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)を算定しているか。

 適・否

※事業所規模による区分の取扱 平12・3・1老企第36
号第2の8(7)

・当該平均利用延べ人員数の計算に当たっては、当該指定通所リハ
ビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定
介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に
事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーショ
ン事業所における前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数を含め
る。

・平均利用延べ人員数の計算に当たっては、1時間以上2時間未満の
報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の1を乗じて
得た数とし、2間以上3時間未満の報酬を算定している利用者及び3時
間以上4時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者
数に2分の1を乗じて得た数、4時間以上6時間未満の報酬を算定して
いる利用者については利用者数に4分の3を乗じて得た数とする。
　また平均利用延べ人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリ
テーション事業所の利用者の計算については、2時間未満の利用者
については利用者数に4分の１を乗じて得た額とし、2時間以上4時間
未満の利用者については利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、4時
間以上6時間未満の利用者については利用者数に4分の3を乗じて得
た数とする。ただし、介護予防については同時にサービスの提供を受
けた者の最大数を営業日毎に加えることとしてもよい。
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・前年度の実績が6月に満たない事業者又は前年度から定員を概ね
25％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年
度に係る平均利用延べ人員数については、便宜上、都道府県知事に
届け出た当該事業所の利用定員の90％に予定される1月当たりの営
業日数を乗じて得た数としているか。

・毎年度3月31日時点において、事業を実施している事業者であっ
て、4月以降も引き続き事業を実施する者の当該年度の通所リハビリ
テーション費の算定に当たっては、前年度の平均利用延べ人員数
は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月(3月を
除く)の1月当たりの平均利用延べ人員数とする。（規模を変更する場
合は、3月中に県長寿保険課へ加算変更届の提出が必要。）

・平均利用延人員数が750人超の事業所であっても、算定する月の前
月において、以下に示す基準を満たしている場合は、通常規模型通
所リハビリテーション費を算定することができる。
　a 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定し
た利用者の割合が80%以上であること。利用者の総数とは、前月に当
該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所リハビ
リテーション計画上位置づけている者の人数とする。
　b 「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士（以下、理学療法士等）が、利用者の数を
10で除した数以上確保されていること」の要件の算出式は以下のとお
りとする。
（通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間×各利用時
間の利用人数）の合計(※1) / 理学療法士等の通所リハビリテーショ
ン事業所における勤務時間の合計（※2) ≦ 10
 
(※１) 各利用時間の下限で計算する。（例：２～３時間利用の利用者
が４人の場合、２（時間）×４（人）として計算。）
(※２) 所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従
事することとされている時間とし、必ずしも利用者に対し通所リハビリ
テーションを提供している時間に限らないことに留意する。

３　所要時間の取
扱い

　所要時間については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテー
ション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行う
のに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定しているか。
　ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、看護職員及び介護職員の員数が平成12年厚生省告示第27号の
二（厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の
基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法）に該当する場合
は、同告示により算定しているか。

適・否 処遇記録 平12厚告19の別表
の７の注1

４　サービス種類
相互の算定関係

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設
入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同
生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている
間に、通所リハビリテーション費が算定されていないか。

適・否 サービス提供票、
居宅サービス計画
書

平12厚告19の別表
の7の注14

循環式浴槽のレジオ
ネラ属菌対策につい
て
※循環式浴槽がある
事業所については、
確認すること。

○レジオネラ属菌の検査を定期的に実施すること。
　・濾過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水。
　・連日使用している浴槽水・・・1年に2回以上
　・連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒で無い場合・・・1年に4回
以上
○レジオネラ菌は検出されない（10CFU/100ｍｌ未満）であること。
○貯湯槽内は湯温を60度以上に保つなど、貯湯槽内でレジオネラ菌が繁殖
しないようにすること。

適・否 検査結果の記録 レジオネラ症指針
レジオネラ症マニュア
ル
水道法

あんまマッサージ指
圧の無資格での実施

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】
医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない者が、あん摩、マッ
サージ、指圧を行っていないか。
※介護保険法では無いが、違反した場合、懲役や罰金となる可能性があるた
め、確認すること。

適・否 昭和22年法律第217号
第1条



点検シートの利用について

１ はじめに
　運営基準等に基づく適切な介護保険サービスの提供を行うために、この点検シートをご活用ください。
　点検シートにより、「否」となる項目が確認された場合には、直ちに改善を図ってください。
　点検シートは、下記注意事項を確認の上、適切に利用してください。

２注意事項

（１）この点検シートは、運営基準違反等の有無について簡易的に確認するためのものです。運営基準や
その解釈についての詳細な理解が必要な場合には、専門書等を用いて関係法令を必ず確認してくださ
い。
※点検シートそのものは運営基準等（法令）にあたる書類ではありません。

（２）点検シートを用いた不適切な行為が行われた場合には、シートの提供を停止する場合があります。ま
た、不適切な行為の内容によっては、処分の対象となる場合があります。

（３）点検シートは徳島県が指定する貴法人内の事業所のみで活用してください。
※点検シートは「徳島県」の条例等に基づいて作成しております。他の都道府県とは条例や解釈が異なる
こともあります。

（４）法改正等により、今回の点検シートの内容が変更される場合もありますので、法改正等の情報につい
ては、各法人において確認、把握しておいてください。
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R7年度　運営基準点検シート　（福祉用具貸与） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                                           　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　                  　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第１　人員に関する
基準

法第74条第l 項

１　福祉用具専門
相談員

　指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員
の員数は常勤換算方法で2以上となっているか。

適・否 平11厚令37第
194条

資格要件：保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法
士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士・福祉用具専門相談
員指定講習修了者

２　管理者 　指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者が配置されているか。

（ただし、事業所の管理上支障がない場合は、同一の事業者に
よって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者として
の職務に従事することは差し支えない。）

適・否 勤務表 平11厚令37第
195条

第２　運営に関する
基準

　　１　受給資格等の
確認

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介
護認定の有効期間を確認しているか。

適・否 被保険者証の写
し等確認の記録

平11厚令37第
105条準用（第11
条）

　　２　心身の状況等
の把握、居宅介護支
援事業者等との連携

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況等の把握
に努めているか。また、サービス担当者会議等を通じて介護支援
専門員や他サービスと連携しているか。

適・否 サービス担当者
会議の記録等

平11厚令37第
105条準用（第
13、14条）

３　具体的取扱方
針

(1)　 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の心身の状
況，希望等を踏まえ，福祉用具が適切に選定され，かつ，使用さ
れるよう，専門的知識に基づき相談に応じるとともに，目録等の文
書を示して福祉用具の機能，使用方法，利用料,全国平均貸与価
格等に関する情報を提供し，個別の福祉用具の貸与に係る同意
を得ているか。

適・否 使用説明書，相
談記録，同意に
関する記録

平11厚令37第
199条第1項

(2)　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定
福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択で
きることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に
当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指
定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス
等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の
状況等を踏まえ、提案を行っているか。

適・否

居宅サービス計
画、福祉用具貸
与計画書、サー
ビス担当者会議
録

平11厚令37第
199条

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，貸与する福祉用具
の機能，安全性，衛生状態等に関し，点検を行っているか。

適・否 点検に関する記
録

平11厚令37第
199条第2項

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の身体の状
況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに，使用方法，使用上
の留意事項，故障時の対応等を記載し文書を利用者に交付し，
十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当該福
祉用具を使用させながら，使用方法の指導を行っているか。

適・否 使用方法・使用
上の留意事項，
故障時の

平11厚令37第
199条第3項

従業員名簿、職
員勤務表、職員
履歴書、資格証
明書
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(5) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者等からの要請
等に応じて，貸与した福祉用具の使用状況を確認し，必要な場合
は，使用方法の指導，修理等を行っているか。

適・否 福祉用具使用・
指導・修理状況
に関する記録，
点検に関する記
録

平11厚令37第
199条第4項

(6)　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか。

適・否 平11厚令37第199
条第6号及び第7号

(7)　身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録している
か。

適・否 平11厚令37第199
条第6号及び第8号

（8）　居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場
合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載され
るとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じ
て随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはそ
の理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じ
ているか。

適・否 居宅サービス計
画

平11厚令37第
199条第5項

利用者が適切な福祉用具を選択するための情報の提供に当たっ
ては、現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等
に照らして行うこと。（平成30年度4月改正で追加）

(9)　指定福祉用具貸与の提供に当たっては，同一種目における
機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者
に提供しているか。

適・否
居宅サービス計
画

平11厚令37第
199条第6項

４　福祉用具貸与
計画の作成

(1)　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえて、指定福祉用具貸与の目標、当該
目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与
計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期等を記載した福
祉用具貸与計画を作成しているか。

適・否 福祉用具貸与計
画書

平11厚令37第
199条の2第1項

　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の
利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由
等を記載しているか。その他、関係者間で共有すべき情報（福祉
用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載して
いるか。

適・否 平11老企25第3
の11の3(3)⑤ロ

　この場合において、特定福祉用具販売の利用があるときは、特
定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しているか。

適・否

(2)　福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されて
いる場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成している
か。

適・否 福祉用具貸与計
画書、居宅サー
ビス計画

平11厚令37第
199条の2第2項

　　（なお、福祉用具貸与計画の作成後に居宅サービス計画が作
成された場合は、当該福祉用具計画が居宅サービス計画に沿っ
たものであるか確認し、必要に応じて変更しているか。）

適・否 平11老企25第3
の11の3(3)⑤ハ

(3)　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっ
ては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ているか。

適・否 福祉用具貸与計
画計画書

平11厚令37第
199条の2第3項
平11老企25第3
の11の3(3)⑤ニ

(4)　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際に
は、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護
支援専門員に交付しているか。

適・否 福祉用具貸与計
画計画書

平11厚令37第
199条の2第４項
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(5)　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該
福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行われて
いるか。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に
当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始
時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必
要性について検討を行っているか。

適・否 福祉用具貸与計
画書、利用者に
関する記録

平11厚令37第
199条の2第5項

(6)　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該
記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居
宅介護支援事業者に報告しているか。

適・否 福祉用具貸与計
画書、利用者に
関する記録

平11厚令37第
199条の2第6項

(7)　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要
に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行っているか。

適・否 福祉用具貸与計
画書、利用者に
関する記録

平11厚令37第
199条の2第7項

５　サービスの提
供の記録

(1)　サービスを提供した際には、当該指定福祉用具貸与の提供
の開始日及び終了日並びに種目及び品名、当該サービスについ
て法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居
宅介護（支援）サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居
宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載して
いるか。

適・否 サービス提供
票、別表、居宅
サービス計画
書、業務日誌

平11厚令37第
105条準用（第19
条第１項）

(2)　サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内
容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文
書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提
供しているか。

適・否 平11厚令37第
105条準用（第19
条第2項）

６　利用料等の受
領

(1)　指定福祉用具貸与その他のサービスの提供に要した費用に
つき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者
に対し、厚生労働省令（施行規則第65条）で定めるところにより、
領収証を交付しているか。

適・否 領収書控 法第41条第8項

(2)　法第41条第８項の規定により交付しなければならない領収証
に、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第l号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
（その額が現に当該福祉用具貸与に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に指定福祉用具貸与に要した費用の額とする。）に係
るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費
用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載して
いるか。

適・否 領収書控 施行規則第65条

７　勤務体制の確
保等

従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しているか。 適・否 研修修了証明書、
研修計画、研修記
録

平11厚令37第101
条第3項

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第
101条第4項

８　業務継続計画
の策定等
（令和７年３月３１
日まで減算を適用
しない）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉
用具貸与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定した
ことが分かるもの

平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第1項）
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

福祉用具専門相談員等に対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実
施したことが分
かるもの

平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第2項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第3項）

９　適切な研修の
機会の確保

　福祉用具専門相談員の資質向上のために、研修の機会を確保
しているか。

適・否 平11厚令37第
201条

１０　福祉用具の
取扱種目

　利用者の身体の状態の多様性，変化等に対応することができる
よう，できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしているか。

適・否 目録等 平11厚令37第
202条

１１　衛生管理等 （1）　従業者の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を
行っているか。

適・否 平11厚令37第
203条第1項

（2）　回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消
毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒
が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分
して保管しているか。

適・否 標準作業書、消
毒・保管に関す
る記録

平11厚令37第
203条第2項

（3）　福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に委託している場
合，当該指定福祉用具貸与事業者は，当該委託契約の内容にお
いて保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保してい
るか。
    また，担保するために，当該保管又は消毒の業務に係る委託
契約において次に掲げる事項を文書により取り決めているか。
  　①　当該委託等の範囲
  　②　当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件
  　③　受託者等の従業者により当該委託等業務が運営基準に
従って適切に行われていることを指定福祉用具貸与事業者が定
期的に確認する旨
　　④　指定福祉用具貸与事業者が当該委託等業務に関し受託
者等に対し指示を行う得る旨
    ⑤　指定福祉用具貸与事業者が当該委託等業務に関し改善
の必要を認め，所要の措置を講じるよう④の指示を行った場合に
おいて当該措置が講じられたことを指定福祉用具貸与事業者が
確認する旨
    ⑥　受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償
すべき事故が発生した場合における責任の所在
　　⑦　その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必
要な事項

適・否 委託契約書・業
務規程等

平11厚令37第
203条第3項
平11老人企第3
の10の3 (6)②

（4）　指定福祉用具貸与事業者は，(3)の③及び⑤の確認の結果
の記録を作成しているか。 また，④の指示は，文書で行っている
か。

適・否 結果・指示に
関する記録

平11老人企第3
の10の3 (6)③④

(5) (3)により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者
に行わせる場合にあっては，当該事業者の業務の実施状況につ
いて定期的に確認し，その結果等を記録しているか。

適・否 業務の委託に
係る記録

平11厚令37第
203条第4項

(6) 事業所の設備及び備品について，衛生的な管理に努め
ているか。

適・否 衛生管理マ
ニュアル等

平11厚令37第
203条第5項
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(7) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次
に掲げる措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防
止のための研修及び訓練を定期的に実施すること
※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和6年3月
31日まで努力義務(令和6年4月1日より義務化)

適・否 平11厚令37第
104条第2項

１２　掲示及び目
録の備え付け

　取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事
項が記載された目録等を備え付けているか。

適・否 目録等 平11厚令37第
204条

重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービ
ス情報公表システム）に掲載しているか。
※令和7年4月1日より適用

適・否 法人のホーム
ページ、介護
サービス情報公
表システム

平11厚令37第
204条

１３　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第
205条準用（第33
条第1項）

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じているか。

適・否 就業規則、雇用
契約書

平11厚令37第
205条準用（第33
条第2項）

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 同意書 平11厚令37第
205条準用（第33
条第3項）

１４　苦情処理 (1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅
速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設
置する等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲
示、苦情に関す
る記録

平11厚令37第
205条準用（第36
条第1項）

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録
しているか。

適・否 平11厚令37第
205条準用（第36
条第2項）

(３)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると
の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行っているか。

適・否 準用（平11老企
25第3の3の（23）
の②）

(4)　提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行
う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村
の職員からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第
205条準用（第36
条第3項）

　　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力する
とともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当
該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町
村に報告しているか。

適・否 平11厚令37第
205条準用（第36
条第4項）
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(6)　提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康
保険団体連合会が行う法第176条第l項第2号の調査に協力すると
ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受
けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第
205条準用（第36
条第5項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の
改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第
205条準用（第36
条第6項）

１５　広告 事業所について広告する場合はその内容が虚偽又は誇大なもの
でないか。

適・否 パンフレット、チ
ラシ

平11厚令37第
105条準用（第34
条）

１６　事故発生時
の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事
業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 連絡マニュア
ル、事故記録

平11厚令37第
104条の3第1項

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録
しているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第2項

(3)　利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき
事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第3項

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第4項

１７　虐待の防止
のための措置
（令和９年３月３１
日まで減算を適用
しない）

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催すると
ともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を
図っているか。

適・否 平11厚令37第37条
の2第1項

②当該指定福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための
指針を整備しているか。

適・否 平11厚令37第37条
の2第2項

③当該福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に
対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

適・否 平11厚令37第37条
の2第3項

④当該指定福祉用具貸与事業所における虐待を防止するための
体制として，①～③までに掲げる措置を適切に実施するため，専
任の担当者を置いているか。

適・否 平11厚令37第37条
の2第4項

第３　介護給付費
の算定及び取扱
い

法第41条第4項
法第53条第2項

１　基本的事項 　指定福祉用具貸与事業所において、指定福祉用具貸与を行っ
た場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定
福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除し
て得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入し
て得た単位数）としているか。

適・否 通介護計画、給
付管理表、レセ
プト

平12厚告19
別表の11
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

２　種目の制限 　要支援者又は要介護状態区分が要介護１である者に対して，厚
生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
に係る福祉用具の種目に規定する，車いす，車いす付属品，特殊
寝台，特殊寝台付属品，床ずれ防止用具，体位変換器，認知症
老人徘徊感知機器及び移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を
行った場合は，算定していないか。
　また、要支援者、要介護状態区分が要介護１、要介護２、又は要
介護３である者に対して、自動排泄処理装置（尿のみを自動的に
吸引する機能のものを除く。）を行った場合は算定していないか。
　（別に厚生労働大臣が定める者に対する場合はこの限りでな
い。）

適・否 平12厚告19の別
表の11の注4

３　サービス種類
相互の算定関係

　利用者が特定施設入居者生活介護費（短期利用特定施設入居
者生活介護費を算定する場合を除く。）又は認知症対応型共同生
活介護費（短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く）、地
域密着型特定施設入居者生活介護費（短期利用地域密着型特
定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）若しくは地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合
は、福祉用具貸与費を算定していないか。

適・否 サービス提供
票、居宅サービ
ス計画書

平12厚告19の別
表の11の注5
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R7年度　運営基準点検シート　（特定福祉用具販売） 点検年月日：令和　　年　　月　　日（　　）

                                           　　　　法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：

　　　　　　　　　　　　                  　　　点検者名：　　　　　　　　　　　　　

主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

第１　人員に関する
基準

法第74条第l 項

１　福祉用具専門
相談員

　指定福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員
の員数は常勤換算方法で2以上となっているか。

適・否 平11厚令37第
208条

資格要件：保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法
士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士・福祉用具専門相談
員指定講習修了者

２　管理者 　指定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者が配置されているか。

（ただし、事業所の管理上支障がない場合は、同一の事業者に
よって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者として
の職務に従事することは差し支えない。）

適・否 勤務表 平11厚令37第
209条

第２　運営に関する
基準

　　１　受給資格等の
確認

　被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介
護認定の有効期間を確認しているか。

適・否 被保険者証の写
し等確認の記録

平11厚令37第
105条準用（第11
条）

　　２　心身の状況等
の把握、居宅介護支
援事業者等との連携

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況等の把握
に努めているか。また、サービス担当者会議等を通じて介護支援
専門員や他サービスと連携しているか。

適・否 サービス担当者
会議の記録等

平11厚令37第
105条準用（第
13、14条）

３　具体的取扱方
針

(1)　 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，特定福祉用具
販売計画に基づき，特定福祉用具が適切に選定され，かつ，使用
されるよう，専門的知識に基づき相談に応じるとともに，目録等の
文書を示して福祉用具の機能，使用方法，販売費用の額等に関
する情報を提供し，個別の福祉用具の販売に係る同意を得ている
か。

適・否 使用説明書，相
談記録，同意に
関する記録

平11厚令37第
214条第1項

(2)　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定
福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択で
きることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に
当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指
定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス
等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の
状況等を踏まえ、提案を行っているか。

適・否 居宅サービス計
画、福祉用具貸
与計画書、サー
ビス担当者会議
録

平11厚令37第
214条第２号

(3) 　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，販売する福祉
用具の機能，安全性，衛生状態等に関し，点検を行っているか。

適・否 点検に関する記
録

平11厚令37第
214条第2項

(4) 　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の身体
の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに，使用方法，使
用上の留意事項，故障時の対応等を記載した文書を利用者に交
付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当
該福祉用具を使用させながら，使用方法の指導を行っているか。

適・否 使用方法・使用
上の留意事項，
故障時の

平11厚令37第
214条第4号

従業員名簿、職
員勤務表、職員
履歴書、資格証
明書
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主眼事項 着　　　眼　　　点 適・否 確認状況等 根拠法令

(5) 　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等から
の要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう
努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよ
う務めているか。

平11厚令37第
214条第5号

(6)　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか。

適・否 平11厚令37第
214条第5号

(7)　身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録している
か。

適・否 平11厚令37第
214条第5号

(8) 　居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられ
る場合には，当該計画に指定特定福祉用具販売が必要な理由が
記載されるように必要な措置を講じているか。

適・否 居宅サービス計
画

平11厚令37第
214条第8号

４　特定福祉用具
販売計画の作成

(1)　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、
当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し
た特定福祉用具販売計画を作成しているか。

適・否 特定福祉用具販
売計画書

平11厚令37第
214条の2第1項

　福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画には、福祉用
具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した
理由等を記載しているか。その他、関係者間で共有すべき情報
（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記
載しているか。

適・否 平11老企25第3
の12の3(4)④ロ

　この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福
祉用具貸与計画と一体のものとして作成しているか。

適・否

(2)　特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成さ
れている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成して
いるか。

適・否 特定福祉用具販
売計画書、居宅
サービス計画

平11厚令37第
214条の2第2項

(3)　福祉用具専門相談員は、福祉用具販売計画の作成に当たっ
ては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ているか。

適・否 特定福祉用具販
売計画書

平11厚令37第
214条第3項
平11老企25第3
の12の3(4)④ハ

(4)　福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した
際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付している
か。

適・否 特定福祉用具販
売計画書

平11厚令37第
214条第４項

(5)　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉
用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成
後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確
認を行われているか。

適・否 特定福祉用具販
売計画書

平11厚令37第
214条の2第5項

５　サービスの提
供の記録

　指定福祉用販売を提供した際には，提供した具体的なサービス
の内容等を記録するとともに，利用者からの申出があった場合に
は，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対
して交付しているか。

適・否 サービス内容等
の記録

平11厚令37第
211条

６　販売費用の額
等の受領

　指定特定福祉用具販売を提供した場合，その利用者から現に
購入に要した費用の額の支払を受けているか。

適・否 領収書控 平11厚令37 第
212条第1項
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７　保険給付の申
請に必要となる書
類等の交付

　指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係
る販売費用の額の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項
を記載した書面を利用者に対して交付しているか。
① 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
② 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用
の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
③ 領収書
④ 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具
の概要

適・否 証明書控，領収
書控等

平11厚令37 第
213条

８　勤務体制の確
保等

従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しているか。 適・否 研修修了証明
書、研修計画、
研修記録

平11厚令37第
101条第3項

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じているか。

適・否 平11厚令37第
101条第4項

９　業務継続計画
の策定等
（令和６年４月１日
より義務化）

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉
用具販売の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否 BCPを策定した
ことが分かるもの

平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第1項）

福祉用具専門相談員等に対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適・否 研修、訓練を実
施したことが分
かるもの

平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第2項）

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更を行っているか。

適・否 平11厚令37第
105条準用（第30
条の2第3項）

１０　適切な研修
の機会の確保

　福祉用具専門相談員の資質向上のために、研修の機会を確保
しているか。

適・否 平11厚令37第
201条

１１　特定福祉用
具の取扱種目

　利用者の身体の状態の多様性，変化等に対応することができる
よう，できる限り多くの種類の特定福祉用具を取り扱うようにしてい
るか。

適・否 目録等 平11厚令37第
202条

１２　衛生管理等 (1)　従業者の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を
行っているか。

適・否 平11厚令37第
216条第1項

(2) 事業所の設備及び備品について，衛生的な管理に努めている
か。

適・否 衛生管理マ
ニュアル等

平11厚令37第
216条第2項
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(3)  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次
に掲げる措置を講じているか。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防
止のための研修及び訓練を定期的に実施すること
※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和6年3月
31日まで努力義務(令和6年4月1日より義務化)

適・否 平11厚令37第
104条第2項

１３　掲示及び目
録の備え付け

　取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの販売費用の額その他の
必要事項が記載された目録等を備え付けているか。

適・否 目録等 平11厚令37第
204条

重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービ
ス情報公表システム）に掲載しているか。
※令和7年4月1日より適用

適・否 平11厚令37第
205条

１４　秘密保持等 (1)　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を漏らしていないか。

適・否 平11厚令37第
216条準用（第33
条第1項）

(2)　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じているか。

適・否 就業規則、雇用
契約書

平11厚令37第
216条準用（第33
条第2項）

(3)　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。

適・否 同意書 平11厚令37第
216条準用（第33
条第3項）

１５　広告 事業所について広告する場合はその内容が虚偽又は誇大なもの
でないか。

適・否 パンフレット、チ
ラシ

平11厚令37第
105条準用（第34
条）

１６　苦情処理 (1)　提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅
速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設
置する等の必要な措置を講じているか。

適・否 運営規程、掲
示、苦情に関す
る記録

平11厚令37第
216条準用（第36
条第1項）

(2)　(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録
しているか。

適・否 平11厚令37第
216条準用（第36
条第2項）

(３)　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると
の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行っているか。

適・否 準用（平11老企
25第3の3の（23）
の②）

(4)　提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行
う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村
の職員からの質問若しくは照会に応じているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第
105条準用（第36
条第3項）

　　また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力する
とともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当
該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町
村に報告しているか。

適・否 平11厚令37第
105条準用（第36
条第4項）
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(6)　提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康
保険団体連合会が行う法第176条第l項第2号の調査に協力すると
ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受
けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

適・否 指導等に関する
記録

平11厚令37第
105条準用（第36
条第5項）

(7)　国民健保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の
改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

適・否 平11厚令37第
105条準用（第36
条第6項）

１７　事故発生時
の対応

(1)　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事
業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

適・否 連絡マニュア
ル、事故記録

平11厚令37第
104条の3第1項

(2)　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録
しているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第2項

(3)　利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により賠償す
べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第3項

(4)　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じているか。

適・否 平11厚令37第
104条の3第4項


